
要
旨
院
政
期
に
複
数
存
し
、
同
一
か
別
人
か
な
ど
区
別
の
難
し
い
女
房
歌
人
の
堀
河
に
つ
い
て
、
検
討
し
た
。
必
ず
し
も
明
快
な
結
論
で

は
な
い
が
、
先
行
研
究
を
踏
ま
え
つ
つ
、
資
料
を
再
整
理
し
て
、
概
ね
次
の
よ
う
な
結
論
に
至
っ
た
。
①
『
袋
草
紙
』
雑
談
の
堀
河
殿
（
「
郁

芳
門
院
根
合
」
の
堀
河
殿
）
は
、
郁
芳
門
院
提
子
内
親
王
に
仕
え
た
女
房
で
あ
り
、
大
宮
右
大
臣
俊
家
女
で
あ
る
。
彼
女
は
「
郁
芳
門
院
安
芸

集
』
『
康
資
王
母
集
』
「
行
宗
集
』
『
江
帥
集
」
に
登
場
す
る
「
ほ
り
か
は
」
「
堀
河
殿
」
と
も
同
一
人
物
と
考
え
ら
れ
る
。
②
源
顕
仲
女
の
堀
河

は
、
初
め
前
齋
院
の
禎
子
内
親
王
に
仕
え
、
前
齋
院
六
条
の
名
で
『
金
葉
集
』
に
歌
を
採
ら
れ
た
が
、
禎
子
内
親
王
が
出
家
し
た
後
に
待
賢
門

院
璋
子
の
許
へ
再
出
仕
し
た
も
の
と
推
察
さ
れ
、
待
賢
門
院
堀
河
の
名
で
活
躍
し
た
。
③
『
金
葉
集
』
に
摂
政
家
堀
河
と
し
て
歌
を
残
し
た
堀

河
は
、
忠
通
家
女
房
で
、
大
治
元
年
八
月
の
「
忠
通
家
歌
合
」
に
連
な
り
、
ま
た
源
顕
仲
が
大
治
三
年
八
月
に
西
宮
で
催
し
た
歌
合
に
も
参
加

し
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
堀
河
は
待
賢
門
院
堀
河
と
は
別
人
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
以
上
の
他
に
、
④
資
料
は
少
な
い
が
二
条
太
皇

太
后
宮
堀
河
と
呼
ば
れ
た
女
房
が
い
た
も
の
と
思
わ
れ
、
『
林
下
集
』
の
歌
に
よ
れ
ば
、
令
子
内
親
王
に
そ
の
齋
院
時
代
か
ら
仕
え
た
女
房
で

あ
っ
た
可
能
性
も
あ
る
。
⑤
嘉
応
元
年
十
月
の
「
散
位
敦
頼
住
吉
社
歌
合
」
に
名
を
残
す
前
太
政
大
臣
家
堀
河
つ
い
て
は
不
明
な
点
が
多
く
、

摂
政
家
堀
河
が
そ
の
頃
ま
で
生
存
し
た
場
合
は
同
一
人
物
の
可
能
性
が
あ
ろ
う
。

院
政
期
女
房
歌
人
「
堀
河
Ｌ
考

高
野
瀬
惠
子
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院
政
期
に
は
「
堀
河
」
と
呼
ば
れ
た
女
房
歌
人
が
複
数
存
し
た
。
有
名
な
と
こ
ろ
で
は
待
賢
門
院
堀
河
が
お
り
、
他
に
『
袋
草
紙
』

（
雑
談
）
の
白
河
上
皇
が
女
房
の
歌
を
わ
が
詠
と
し
た
逸
話
に
登
場
す
る
堀
河
殿
、
『
金
葉
集
』
（
四
七
○
番
）
の
摂
政
家
堀
河
、
『
風
雅
集
』

（
一
九
六
五
番
）
に
見
え
る
二
条
太
皇
太
后
宮
堀
河
が
挙
げ
ら
れ
る
。

こ
の
う
ち
侍
賢
門
院
堀
河
は
『
今
鏡
』
等
に
顕
仲
卿
女
と
記
さ
れ
る
人
物
で
、
『
金
葉
集
』
の
前
齋
院
六
条
と
同
一
人
物
と
考
え
ら
れ

（
１
）
（
２
）

て
い
る
。
こ
の
堀
河
に
つ
い
て
は
早
く
か
ら
松
田
好
夫
氏
や
深
萱
由
紀
子
氏
ら
の
先
行
研
究
が
あ
る
ほ
か
、
森
本
元
子
氏
に
よ
る
詳
細
な

（
３
）
（
４
）

研
究
が
あ
る
。
家
集
に
つ
い
て
も
錦
織
周
一
氏
『
待
賢
門
院
堀
河
集
全
注
釈
』
が
あ
る
。
他
の
三
人
の
堀
河
の
う
ち
、
『
袋
草
紙
』
（
雑
談
）

の
堀
河
殿
は
「
郁
芳
門
院
根
合
」
に
見
え
る
堀
河
殿
と
同
一
人
物
と
思
わ
れ
、
ま
た
摂
政
家
堀
河
は
忠
通
家
女
房
で
あ
る
こ
と
か
ら
、

「
摂
政
左
大
臣
忠
通
歌
合
」
（
大
治
元
年
八
月
）
に
見
え
る
堀
河
と
同
一
人
物
の
可
能
性
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
堀
河
に
つ
い
て
は
、
萩
谷
朴

（
５
）

氏
も
『
歌
合
大
成
」
の
「
忠
通
家
歌
合
」
解
説
で
若
干
の
考
察
を
示
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
萩
谷
氏
以
前
に
も
、
野
中
春
水
氏
に
よ
る
源

（
６
）

顕
仲
の
娘
た
ち
と
同
時
代
の
堀
河
に
つ
い
て
の
論
考
が
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
堀
河
と
呼
ば
れ
た
女
房
と
そ
の
歌
を
調
査
し
て
み
る
と
、

待
賢
門
院
堀
河
を
含
め
て
、
ど
れ
と
ど
れ
が
同
一
人
物
で
ど
れ
が
別
人
で
あ
る
の
か
、
簡
単
に
は
片
付
か
な
い
点
が
見
受
け
ら
れ
る
。
例

え
ば
、
『
袋
草
紙
』
（
雑
談
）
の
堀
河
殿
の
場
合
、
『
郁
芳
門
院
安
芸
集
』
『
康
資
王
母
集
』
に
見
え
る
「
ほ
り
か
は
」
や
、
『
江
帥
集
』
『
行

宗
集
』
に
見
え
る
「
六
条
院
の
堀
河
殿
」
と
は
別
人
か
ど
う
か
、
と
い
う
問
題
が
あ
る
。
ま
た
「
忠
通
家
歌
合
」
に
見
え
る
堀
河
は
「
万

代
集
』
等
に
よ
れ
ば
待
賢
門
院
堀
河
と
同
一
人
物
と
な
る
の
だ
が
、
そ
れ
は
『
金
葉
集
』
の
摂
政
家
堀
河
と
は
別
人
な
の
か
ど
う
か
。
更

に
、
こ
れ
と
関
係
し
て
、
待
賢
門
院
堀
河
が
前
齋
院
六
条
と
呼
ば
れ
た
時
期
の
主
人
、
す
な
わ
ち
前
齋
院
と
は
、
一
般
的
に
は
令
子
内
親

は
じ
め
に
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院政期女房歌人「堀河」考

（
７
）

王
と
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
妥
当
か
ど
う
か
、
ま
た
待
賢
門
院
堀
河
は
二
条
太
皇
太
后
宮
堀
河
と
は
ど
の
よ
う
な
関
係
に
な
る
の
か
、

等
々
の
問
題
も
あ
る
。
こ
れ
ら
は
森
本
氏
や
萩
谷
氏
の
考
察
で
も
、
他
の
先
行
研
究
で
も
、
未
だ
解
決
を
み
て
い
な
い
。
そ
こ
で
本
稿
で

は
、
十
一
世
紀
末
頃
か
ら
十
二
世
紀
後
半
期
に
か
け
て
の
女
房
「
堀
河
」
に
つ
い
て
、
諸
資
料
を
整
理
し
、
先
行
研
究
や
問
題
点
を
検
討

し
つ
つ
、
私
見
を
述
べ
た
い
。
な
お
「
ほ
り
か
は
」
は
、
「
堀
川
」
「
堀
河
」
の
両
様
の
表
記
が
あ
る
が
、
文
中
で
は
、
引
用
部
分
を
除
き
、

「
堀
河
」
で
統
一
し
た
。

資
料
中
の
傍
線
は
私
意
に
よ
る
。

①
白
川
院
、
於
烏
羽
殿
九
月
十
三
夜
池
上
月
ノ
和
歌
二
、
…
（
中
略
）
．
：
同
和
歌
御
製
云
、

イ
ヶ
ミ
ッ
ニ
コ
ョ
ヒ
ノ
月
ヲ
ヤ
ト
シ
モ
テ
心
ノ
マ
、
’
一
ワ
カ
モ
ノ
ト
ミ
ル

是
ハ
女
房
堀
川
殿
大
宮
右
府
女
ノ
歌
也
。
而
内
々
’
一
今
日
和
歌
イ
カ
、
卜
御
尋
之
処
二
、
申
此
歌
也
。
秀
逸
歌
也
。
価
仰
一
一
云
、
汝
力

歌
二
不
似
、
可
為
我
歌
ト
テ
為
御
製
云
云
。

（
新
日
本
古
典
文
学
大
系
『
袋
草
紙
』
巻
末
の
原
文
に
よ
る
。
但
し
校
訂
本
文
に
合
わ
せ
て
一
部
改
訂
。
②
も
同
。
）

②
「
郁
芳
門
院
根
合
寛
治
七
年
判
者
六
条
右
府
」

ま
ず
活
躍
時
期
が
最
も
早
い
と
見
ら
れ
る
『
袋
草
紙
』
の
堀
河
殿
、
す
な
わ
ち
郁
芳
門
院
根
合
の
堀
河
に
つ
い
て
整
理
す
る
。
以
下
、

三
番
郭
公

左
勝

１
『
袋
草
紙
』
（
雑
談
）
の
堀
河
殿

口
堀
河
殿
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左
…
堀
川
殿
故
大
宮
右
大
臣
女
…

已
上
十
人
之
中
に
、
上
臆
五
人
、
是
院
中
之
英
華
也
。
価
所
し
被
二
選
定
一
也
。
但
御
匡
殿
一
人
不
し
入
。
是
当
時
右
府
之
女
、
右
兵
衛

督
雅
俊
同
母
之
弟
也
。
為
二
第
一
之
上
膓
一
之
上
、
是
又
外
戚
也
。
依
し
為
二
貴
重
人
一
不
し
入
云
々
・
」

（
『
中
右
記
』
寛
治
七
年
五
月
五
日
条
）

こ
れ
ら
に
よ
る
と
、
こ
の
「
堀
河
殿
」
は
白
河
天
皇
皇
女
提
子
内
親
王
（
一
○
七
六
～
九
六
）
に
仕
え
た
女
房
と
思
わ
れ
る
。
提
子
内

親
王
は
父
上
皇
に
鍾
愛
さ
れ
、
齋
宮
退
下
の
後
は
六
条
邸
を
御
所
と
し
て
（
上
皇
は
承
保
二
年
に
藤
原
顕
季
に
命
じ
て
六
条
院
を
造
営
さ

せ
て
い
た
）
、
上
皇
と
行
動
を
共
に
す
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
寛
治
元
（
一
○
八
七
）
年
、
同
母
弟
堀
河
天
皇
の
准
母
と
な
り
、
同
七

（
一
○
九
三
）
年
郁
芳
門
院
の
院
号
を
受
け
た
。
資
料
②
③
の
根
合
は
寛
治
七
年
五
月
五
日
、
菖
蒲
の
節
会
に
、
女
院
の
病
災
払
除
を
兼

ふ
た
こ
ゑ
と
な
と
か
き
な
か
ぬ
ほ
と
国
き
す
さ
こ
そ
み
し
か
き
夏
の
夜
な
ら
め

雅
俊
卿

な
か
す
と
て
う
ち
も
ふ
さ
れ
す
ほ
と
公
き
す
こ
ゑ
ま
つ
人
も
ね
か
た
か
り
け
り

左
、
い
と
ノ
ー
を
か
し
。
右
、
上
下
こ
と
た
か
ひ
た
る
心
地
し
て
、
ま
た
郭
公
き
か
す
と
て
負
了
。

江
記
云
、
右
方
人
云
、
於
御
前
專
不
詠
夜
短
詞
。
依
濫
於
世
也
。
一
首
鄙
詞
三
所
、
な
と
か
、
さ
こ
そ
、
な
ら
め
等
也
。
如
此
詞
二

所
於
凡
、
況
三
所
乎
云
々
。

（
『
袋
草
紙
』
①
に
同
じ
）

③
（
前
略
）
子
時
許
事
了
、
人
々
退
出
。
事
了
後
タ
ッ
ト
テ
、
堀
川
殿
、

ア
ヤ
メ
ク
サ
エ
モ
イ
ハ
ヌ
マ
ノ
ナ
カ
キ
ネ
ハ
カ
ク
ル
タ
モ
ト
ソ
ュ
タ
カ
ナ
リ
ケ
ル

右
方
二
、
ア
キ
ト
ノ
ニ
ョ
ミ
カ
ヶ
タ
マ
フ
’
一
、
カ
ヘ
シ
ナ
シ
。
左
方
ワ
ラ
フ
。
…
（
中
略
）
…

女
房
方
人
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こ
§
ろ
つ
く
し
の
を
ち
の
ひ
と
こ
ゑ
（
五
一
ｂ
）

郁
芳
門
院
安
芸
は
安
芸
守
藤
原
忠
俊
の
女
で
、
母
は
常
陸
介
藤
原
基
房
女
、
康
資
王
母
の
養
女
と
な
っ
た
ら
し
い
。
森
本
氏
は
こ
の
安

（
皿
）
（
ｕ
）

芸
を
、
「
待
賢
門
院
安
芸
」
と
同
一
人
物
と
考
え
て
お
ら
れ
る
が
、
別
人
説
も
あ
る
。
四
・
五
番
歌
は
、
正
月
七
日
、
堀
河
か
ら
安
芸
へ

（
８
）

ね
て
行
わ
れ
た
も
の
で
、
事
実
上
の
主
催
者
は
白
河
上
皇
、
永
承
六
年
五
月
五
日
の
殿
上
根
合
に
倣
い
、
根
合
三
番
の
後
、
歌
合
五
題

（
菖
蒲
・
郭
公
・
五
月
雨
・
祝
・
恋
）
各
二
番
計
十
番
の
催
し
で
あ
っ
た
。
「
大
宮
右
府
」
と
は
藤
原
俊
家
、
従
っ
て
こ
の
堀
河
は
、
母
は

不
明
だ
が
、
大
納
言
宗
俊
、
及
び
歌
人
の
基
俊
ら
の
姉
妹
に
あ
た
る
。
③
が
「
堀
河
殿
」
を
上
嶋
と
す
る
の
は
右
大
臣
の
息
女
と
し
て
当

然
で
あ
ろ
う
が
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
森
本
氏
は
、
こ
の
上
膿
で
あ
る
こ
と
等
を
理
由
に
、
以
下
の
資
料
④
～
⑦
に
挙
げ
る
諸
家
集
の

（
９
）

「
ほ
り
か
は
」
や
「
堀
河
殿
」
と
は
別
人
と
見
な
さ
れ
た
。

④
『
郁
芳
門
院
安
芸
集
」
（
冷
泉
家
時
雨
亭
文
庫
蔵
・
為
家
本
『
安
芸
集
』
に
よ
り
、
一
部
他
本
に
よ
り
校
訂
し
た
）

七
日
ほ
り
か
は
の
も
と
よ
り

は
る
こ
と
の
け
ふ
の
わ
か
な
を
も
ろ
と
も
に
こ
の
み
に
と
し
を
つ
み
そ
た
め
つ
る
（
四
）

か
す
か
の
畠
ゆ
き
う
ち
は
ら
ひ
か
た
み
に
な
つ
め
と
も
と
し
の
わ
か
な
＆
れ
か
し
（
五
）

冬
の
は
し
め
に
六
条
の
院
の
せ
ん
さ
い
を
な
か
め
て
ほ
り
か
は
に

し
も
か
れ
の
あ
さ
ち
ま
し
り
の
を
み
な
へ
し
た
も
と
の
つ
ゆ
や
お
な
し
秋
な
る
（
三
二
）

鳥
羽
殿
に
は
し
め
て
ま
い
り
た
る
に
な
か
し
ま
に
ほ
と
良
き
す
の
ほ
の
か
に
な
き
し
に
ほ
り
か
は

な
か
ノ
ー
に
な
か
す
も
あ
り
や
ほ
と
民
き
す
（
五
一
ａ
）

と
あ
り
し
か
は

か
へ
し
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ふ
き
と
く
秋
の
か
せ
や
し
る
ら
む
（
八
○
ｂ
）

康
資
王
母
は
筑
前
守
高
階
成
順
女
、
母
は
伊
勢
大
輔
。
『
後
拾
遺
集
』
初
出
歌
人
で
、
四
条
宮
寛
子
女
房
。
は
じ
め
花
山
天
皇
孫
で
神

祇
伯
の
延
信
王
と
の
間
に
康
資
王
を
生
み
、
後
に
常
陸
介
藤
原
基
房
と
再
婚
し
た
ら
し
い
。
郁
芳
門
院
安
芸
を
「
と
り
子
」
し
た
こ
と
は
、

（
翅
）

安
芸
と
康
資
王
母
及
び
伊
勢
大
輔
の
家
集
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
。
八
○
番
の
連
歌
の
相
手
「
ほ
り
か
は
」
は
、
七
八
・
七
九
番
歌
が
六
条

院
の
女
房
た
ち
に
関
係
し
た
歌
と
思
わ
れ
る
点
か
ら
推
し
て
、
「
六
条
院
の
堀
河
」
と
考
え
ら
れ
る
。
「
六
条
院
」
と
は
郁
芳
門
院
御
所
を

（
喝
）

さ
す
場
合
も
、
女
院
そ
の
人
を
さ
す
場
合
も
あ
る
こ
と
は
森
本
氏
に
よ
る
指
摘
が
あ
る
。
八
○
番
の
連
歌
も
、
『
安
芸
集
』
の
そ
れ
と
同

若
菜
に
添
え
て
「
春
毎
に
互
い
に
年
も
積
ん
だ
も
の
だ
」
と
言
い
送
り
、
「
互
い
に
若
く
あ
り
た
い
も
の
」
と
安
芸
が
応
じ
た
の
で
あ
る

が
、
こ
れ
は
同
僚
と
し
て
の
二
人
の
親
し
さ
を
感
じ
さ
せ
る
贈
答
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
「
安
芸
集
』
で
三
度
も
名
が
出
て
い
る
女
性
は

こ
の
堀
河
だ
け
で
あ
る
。
五
一
番
の
連
歌
に
も
同
様
の
雰
囲
気
が
読
み
取
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
、
そ
の
点
で
安
芸
の
養
母
で
あ
る
『
康
資

王
母
集
』
に
見
え
る
「
ほ
り
か
は
」
が
注
目
さ
れ
る
。

⑤
「
康
資
王
母
集
』
（
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
蔵
「
伯
母
集
』
に
よ
る
）

六
条
院
人
ノ
ー
か
た
白
か
へ
て
あ
か
月
に
か
へ
ら
る
き
に

月
も
見
し
ぐ
さ
の
ま
く
ら
と
お
も
ひ
い
て
良
ち
り
ゐ
ぬ
ほ
と
に
ま
た
か
へ
り
こ
よ
（
七
八
）

よ
し
な
し
こ
と
い
ひ
た
る
か
へ
り
こ
と
に

み
る
人
の
心
を
し
ら
は
か
せ
ふ
き
て
く
も
な
か
ゞ
り
そ
や
ま
の
は
の
月

（
七
九
）

せ
ん
さ
い
の
中
に
ら
ん
の
か
ほ
り
い
て
た
る
に
ほ
り
か
は
に
き
こ
ゆ
る

た
れ
か
い
し
ひ
も
ゆ
ふ
く
れ
の
ふ
ち
は
か
ま
（
八
○
ａ
）

と
き
こ
え
し
か
は
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様
の
親
し
さ
が
感
じ
ら
れ
る
と
共
に
、
詞
害
に
謙
讓
語
「
き
こ
ゆ
」
が
用
い
ら
れ
て
い
る
点
で
も
注
目
さ
れ
る
。

更
に
同
時
代
の
廷
臣
歌
人
の
家
集
に
も
「
（
六
条
院
の
）
堀
河
殿
」
の
名
が
見
え
る
。

⑥
『
行
宗
集
』
（
書
陵
部
蔵
一
五
○
・
五
四
四
に
よ
る
）

郁
芳
門
院
か
く
れ
さ
せ
た
ま
ひ
て
つ
き
の
と
し
の
あ
き
お
ま
へ
の
つ
ほ
の
は
き
を
見
て

は
き
か
は
な
お
な
し
に
ほ
ひ
に
さ
き
に
け
り
う
か
り
し
あ
き
の
つ
ゆ
も
さ
な
か
ら
（
六
五
）

か
へ
し

堀
河
殿

み
る
た
ひ
に
つ
ゆ
け
さ
ま
さ
る
は
き
か
花
お
り
し
り
か
ほ
に
な
に
公
ほ
ふ
ら
ん
（
六
六
）

源
行
宗
（
一
○
六
四
～
二
四
三
）
は
三
条
源
氏
、
参
議
基
平
男
、
同
母
兄
に
行
尊
大
僧
正
が
い
る
。
寛
治
八
年
従
四
位
下
、
院
の
昇

殿
を
許
さ
れ
て
藤
原
顕
季
と
親
交
を
結
び
、
嘉
保
二
（
一
○
九
五
）
年
八
月
二
十
八
日
の
「
郁
芳
門
院
前
栽
合
」
に
出
詠
し
て
い
る
。
⑥

の
贈
答
は
郁
芳
門
院
崩
御
の
翌
年
、
女
院
御
所
の
前
栽
を
見
て
行
宗
が
詠
ん
だ
歌
に
、
堀
河
殿
が
返
歌
し
た
も
の
。
『
今
鏡
』
（
村
上
の
源

氏
）
の
郁
芳
門
院
崩
御
後
の
記
述
に
、
「
（
父
上
皇
が
）
六
条
院
に
御
堂
た
て
さ
せ
給
ひ
て
、
昔
お
は
し
ま
し
し
や
う
に
、
女
房
・
侍
な
ど

か
は
ら
ぬ
さ
ま
に
い
ま
だ
置
か
れ
侍
る
め
り
」
と
あ
る
が
、
郁
芳
門
院
の
女
房
ら
は
、
女
院
崩
御
後
も
四
散
せ
ず
六
条
院
に
住
ん
だ
ら
し

い
。
同
集
に
は
他
に
「
六
条
院
と
は
と
の
に
お
は
し
ま
し
ゞ
に
ほ
の
ノ
、
と
あ
く
る
ほ
と
に
女
房
た
ち
い
つ
み
と
の
公
あ
さ
か
ほ
み
に
ふ

れ
に
の
り
て
お
は
せ
し
に
お
ひ
て
た
て
ま
つ
り
し
」
（
二
五
詞
書
、
返
歌
は
作
者
名
な
し
）
や
「
烏
羽
殿
に
て
月
の
あ
か
公
り
し
を
り
郁

芳
門
院
女
房
の
な
か
に
た
て
ま
つ
り
し
」
（
七
○
詞
害
、
返
歌
は
「
み
く
し
け
と
の
」
）
と
も
見
え
、
行
宗
と
郁
芳
門
院
女
房
ら
と
の
交
流

の
さ
ま
が
窺
え
る
。

⑦
『
江
帥
集
』
（
冷
泉
家
時
雨
亭
文
庫
蔵
に
よ
る
）

ト
六
条
院
の
ほ
り
か
は
と
の
良
し
ふ
つ
く
ら
れ
た
り
け
る
を
ゆ
か
し
か
り
て
人
に
か
は
り
て
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う
ら
人
は
か
き
つ
め
し
か
と
も
し
ほ
く
さ
そ
の
も
く
つ
を
そ
た
れ
か
た
つ
ね
ん
（
四
八
二
）

大
江
匡
房
は
白
河
院
司
と
し
て
別
当
を
兼
ね
た
人
物
で
あ
り
、
「
郁
芳
門
院
根
合
」
等
に
も
参
加
、
郁
芳
門
院
の
女
房
と
は
公
私
に
わ

た
り
交
流
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
「
六
条
院
の
堀
河
殿
」
が
家
集
を
編
ん
だ
の
は
、
「
江
帥
集
」
に
お
け
る
位
置
か
ら
見
て
、
匡
房
の
晩

年
期
の
こ
と
と
思
わ
れ
、
堀
河
の
家
集
の
自
撰
は
、
或
い
は
「
大
弐
集
』
や
『
基
俊
集
』
に
見
え
る
堀
河
天
皇
に
よ
る
家
集
収
集
の
頃
の

（
Ⅲ
）

こ
と
で
あ
る
可
能
性
も
あ
ろ
う
。
ま
た
詞
書
に
は
「
集
っ
く
ら
れ
し
を
」
と
敬
意
を
込
め
た
表
現
が
見
え
る
。

以
上
④
か
ら
⑦
ま
で
の
資
料
に
見
え
る
「
ほ
り
か
は
」
は
、
森
本
氏
に
よ
っ
て
①
～
③
の
「
堀
河
殿
」
と
は
別
人
と
さ
れ
て
い
る
。
森

本
氏
は
、
「
六
条
院
堀
川
」
に
つ
い
て
論
じ
て
、
『
安
芸
集
」
等
を
引
用
し
な
が
ら
、
「
根
合
の
女
房
方
人
中
『
堀
河
殿
」
と
あ
る
人
は
、

袋
草
紙
（
上
）
に
よ
る
と
、
鳥
羽
殿
に
お
け
る
和
歌
御
会
で
白
河
院
の
御
製
（
池
上
月
）
の
代
作
を
し
た
上
膓
女
房
で
あ
り
、
大
宮
右
大

（
妬
）

臣
（
俊
家
）
の
女
で
あ
っ
て
、
こ
こ
に
い
う
堀
川
と
は
関
係
が
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
。
森
本
氏
が
あ
っ
さ
り
別
人
と
み
な
さ
れ
た
背
景

に
は
、
橋
本
不
美
男
氏
が
①
の
堀
河
（
「
袋
草
紙
』
雑
談
の
堀
河
殿
）
を
師
通
室
の
全
子
（
俊
家
女
）
に
比
定
し
て
お
ら
れ
た
こ
と
が
あ

（
略
）

る
ら
し
い
。
お
そ
ら
く
森
本
氏
は
、
白
河
院
の
許
に
も
郁
芳
門
院
の
許
に
も
同
じ
「
堀
河
」
と
呼
ば
れ
る
女
房
が
お
り
、
④
～
⑦
の
堀
河

は
郁
芳
門
院
方
の
女
房
で
別
人
な
の
だ
と
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
無
論
、
院
と
女
院
の
双
方
に
堀
河
と
い
う
女
房
が
い
た
可
能
性
は

あ
る
。
し
か
し
、
③
の
根
合
の
記
録
を
見
る
と
、
同
名
の
女
房
が
い
た
場
合
は
、
「
院
」
「
宮
」
「
内
」
を
冠
し
て
区
別
し
て
お
り
（
「
美
乃
」

や
「
備
前
」
な
ど
）
、
堀
河
や
安
芸
ら
に
は
そ
の
よ
う
な
区
別
が
さ
れ
て
い
な
い
。
つ
ま
り
「
堀
河
」
は
同
名
の
他
の
女
房
が
そ
の
場
に

い
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
根
合
の
「
堀
河
殿
」
が
「
安
芸
集
」
以
下
の
堀
河
と
は
異
な
る
人
物
だ
と
し
た
ら
、
④
～

⑦
の
「
六
条
院
の
堀
河
」
は
歌
合
を
も
兼
ね
た
こ
の
催
し
に
参
加
し
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
が
、
そ
れ
は
い
さ
さ
か
不
自
然
に
も
思
わ
れ

か
き
つ
む
る
あ
ま
の
か
る
て
ふ
も
し
を
く
さ
い
か
て
か
う
た
の
し
ま
は
見
る
へ
き
（
四
八
一
）

か
へ
し
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以
上
の
こ
と
か
ら
、
こ
の
堀
河
は
大
宮
右
府
こ
と
俊
家
女
で
、
郁
芳
門
院
女
房
で
あ
り
、
お
そ
ら
く
は
女
院
の
崩
御
後
も
六
条
院
に
残

り
、
康
和
末
か
長
治
初
め
頃
に
は
家
集
を
編
ん
で
い
た
ら
し
い
。
な
お
『
続
詞
花
集
」
（
二
五
番
）
に
よ
れ
ば
、
根
合
の
時
の
堀
河
の

歌
「
ふ
た
こ
ゑ
と
：
．
」
は
、
基
俊
に
よ
る
代
作
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
「
基
俊
集
』
に
は
こ
の
歌
が
な
く
、
そ
の
あ
た
り
の
事
情
は
判

然
と
し
な
い
。
た
だ
、
「
散
木
奇
歌
集
』
四
○
九
番
詞
害
に
「
基
俊
の
君
の
堀
川
の
家
に
て
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
基
俊
が
堀
河
に
家
を

持
っ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
、
或
い
は
姉
妹
に
あ
た
る
堀
河
の
女
房
名
と
何
か
関
連
す
る
の
で
は
な
い
か
、
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
彼
ら

る
。
⑦
に
よ
れ
ば
「
六
条
院
の
堀
河
殿
」
は
家
集
を
編
ん
で
お
り
、
そ
こ
か
ら
堀
河
に
は
歌
詠
み
と
し
て
自
負
す
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
と

想
像
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
歌
詠
み
女
房
と
し
て
康
資
王
母
や
行
宗
・
匡
房
等
の
廷
臣
歌
人
と
も
交
流
の
見
ら
れ
る
堀
河
で
あ
る
か
ら
、

郁
芳
門
院
御
所
に
お
け
る
歌
の
場
に
は
参
加
し
た
可
能
性
が
高
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
③
の
『
中
右
記
』
を
見
る
と
、
子
刻

頃
に
人
々
が
立
つ
折
（
こ
の
日
の
根
合
は
左
方
圧
勝
、
歌
合
は
左
右
と
も
に
勝
一
で
、
持
七
、
未
判
一
）
、
「
堀
川
殿
」
が
「
ア
キ
ト
ノ
」

に
歌
を
詠
み
掛
け
た
も
の
の
返
歌
が
無
く
、
左
方
の
人
々
が
笑
っ
た
と
あ
る
。
「
ア
キ
ト
ノ
」
は
右
方
に
い
た
安
芸
で
あ
る
（
「
中
右
記
』

の
根
合
記
録
は
左
方
の
立
場
か
ら
の
記
録
、
『
袋
草
紙
』
が
引
用
し
た
『
江
記
』
が
右
方
の
記
録
で
あ
る
こ
と
は
、
萩
谷
氏
に
よ
っ
て
整

理
さ
れ
て
い
る
）
。
安
芸
が
そ
の
時
な
ぜ
返
歌
し
な
か
っ
た
の
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
堀
河
殿
が
安
芸
に
歌
を
詠
み
か
け
た
と
い
う
行
為

の
背
景
に
、
こ
の
二
人
の
個
人
的
な
関
係
が
考
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。
具
体
的
に
は
資
料
④
の
贈
答
や
連
歌
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
、
堀

河
と
安
芸
の
間
の
親
し
さ
が
あ
っ
た
と
考
え
る
こ
と
も
可
能
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
行
宗
や
匡
房
の
家
集
に
見
え
る
「
堀
河
殿
」

（
⑥
⑦
）
も
、
①
～
③
の
堀
河
殿
と
別
人
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
必
然
性
も
無
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
し
、
康
資
王
母
や
匡
房
が
敬
意
を

込
め
た
詞
書
表
現
に
し
て
い
る
の
も
、
相
手
が
上
臆
女
房
で
あ
っ
た
か
ら
と
考
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
①
～
⑦
の
「
堀
河
殿
」

「
ほ
り
か
は
」
「
六
条
院
の
ほ
り
か
は
と
の
」
は
全
て
同
一
の
人
物
を
指
し
て
い
る
と
考
え
る
ほ
う
が
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
の

で
あ
る
０
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の
祖
父
頼
宗
も
堀
河
第
に
居
住
し
た
こ
と
で
知
ら
れ
て
お
り
、
俊
家
女
が
「
堀
河
」
と
呼
ば
れ
た
事
情
や
、
堀
河
の
人
生
に
つ
い
て
は
な

お
不
明
な
点
が
多
い
。

次
に
、
著
名
な
待
賢
門
院
堀
河
に
つ
い
て
、
そ
の
前
半
期
を
検
討
し
た
い
。

⑧
『
今
鏡
』
（
引
用
は
『
今
鏡
全
釈
」
に
よ
る
）

ａ
、
古
き
副
詠
み
、
摂
津
の
御
と
い
ふ
人
、
六
条
と
て
若
司
詠
み
な
ど
あ
り
て
、
折
節
に
つ
け
て
心
に
く
き
ご
た
ち
多
く
侍
け
り
。

（
む
ら
か
み
の
源
氏
第
七
あ
り
す
が
は
）

ｂ
、
歌
な
ど
も
人
々
参
り
て
詠
む
折
も
侍
り
け
り
。
「
水
の
上
の
花
」
と
か
い
ふ
題
の
歌
、
時
の
歌
詠
み
ど
も
参
り
て
詠
み
け
る
に
、

Ｃ
、
女
子
は
堀
河
の
君
、
兵
衛
督
な
ど
き
こ
え
侍
り
て
、
み
な
歌
詠
み
に
て
お
は
す
と
き
こ
え
給
ひ
し
。
姉
の
君
は
、
も
と
は
前
の
齋

院
の
六
条
と
申
し
け
る
に
や
。
金
葉
集
に
、

露
し
げ
き
野
辺
に
な
ら
ひ
て
き
り
ぎ
り
す
わ
が
手
枕
の
下
に
鳴
く
な
り

と
詠
み
給
へ
る
な
る
べ
し
。
堀
河
と
は
、
後
に
申
し
け
る
な
る
べ
し
。
か
や
う
な
る
女
歌
詠
み
は
、
世
に
出
で
来
給
は
む
事
か
た
く

又
、

…
（
中
略
）
…
堀
河
の
君
と
て
、
顕
仲
の
伯
の
女
の
お
は
せ
し
歌
、

雪
と
散
る
花
の
下
行
く
山
水
の
さ
え
ぬ
や
春
の
し
る
し
な
る
ら
む

谷
川
の
岸
の
桜
の
散
る
ま
ま
に
い
と
ど
咲
き
そ
ふ
波
の
花
か
な
（
ａ
に
同
じ
）

２
前
齋
院
六
条
と
待
賢
門
院
堀
河
（
顕
仲
女
）
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侍
る
べ
し
。

（
む
ら
か
み
の
源
氏
第
七
武
蔵
野
の
草
）

以
上
の
ａ
～
Ｃ
の
三
つ
の
記
述
の
う
ち
、
ａ
は
令
子
内
親
王
に
つ
い
て
述
べ
た
箇
所
に
、
ｂ
は
禎
子
（
順
子
と
も
書
く
。
以
下
、
禎
子

で
統
一
）
内
親
王
の
歌
会
に
つ
い
て
述
べ
た
箇
所
に
、
Ｃ
は
顕
仲
に
つ
い
て
述
べ
た
箇
所
に
見
え
る
の
で
あ
る
が
、
Ｃ
が
言
う
よ
う
に
、

『
金
葉
集
」
の
前
齋
院
六
条
の
歌
の
一
部
（
六
首
中
二
首
）
は
「
待
賢
門
院
堀
河
集
」
に
見
え
、
前
齋
院
六
条
と
待
賢
門
院
堀
河
が
同
一

（
Ⅳ
）

人
物
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
な
い
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
「
六
条
」
が
仕
え
た
「
前
齋
院
」
は
、
ａ
に
よ
れ
ば
令
子
内
親
王
の
よ
う
に
思
わ

れ
る
が
、
ｂ
で
は
禎
子
内
親
王
と
思
わ
れ
る
節
も
あ
る
。
六
条
す
な
わ
ち
顕
仲
女
堀
河
は
令
子
内
親
王
・
禎
子
内
親
王
の
ど
ち
ら
に
仕
え

た
の
だ
ろ
う
か
。
或
い
は
両
方
に
仕
え
た
の
だ
ろ
う
か
。

（
岨
）

森
本
氏
は
、
早
い
時
期
の
論
文
に
お
い
て
、
郁
芳
門
院
堀
川
が
女
院
崩
御
後
に
前
齋
院
令
子
内
親
王
に
仕
え
て
「
前
齋
院
六
条
」
と
呼

（
田
）

ば
れ
、
更
に
待
賢
門
院
に
も
出
仕
し
た
、
と
さ
れ
た
。
し
か
し
後
年
の
論
文
で
は
「
郁
芳
門
院
堀
川
Ⅱ
待
賢
門
院
堀
河
」
を
否
定
し
、

「
前
齋
院
」
も
令
子
内
親
王
で
は
な
く
同
母
妹
禎
子
内
親
王
で
あ
る
と
さ
れ
、
ま
た
堀
河
は
待
賢
門
院
と
ほ
ぼ
同
年
齢
（
具
体
的
に
は
康

（
別
）

和
二
（
三
○
○
）
年
頃
の
誕
生
と
な
る
）
と
も
推
定
さ
れ
た
。
「
前
齋
院
」
に
つ
い
て
は
『
金
葉
集
』
に
お
け
る
令
子
内
親
王
の
呼
称

等
か
ら
判
断
さ
れ
た
も
の
で
、
令
子
内
親
王
は
「
前
齋
院
」
と
呼
ば
れ
た
時
期
が
比
較
的
短
く
（
令
子
の
前
齋
院
期
は
、
森
本
氏
推
定
の

待
賢
門
院
堀
河
の
誕
生
前
後
に
重
な
る
）
、
鳥
羽
天
皇
即
位
時
に
准
母
と
し
て
皇
后
宮
に
な
り
、
「
金
葉
集
』
は
そ
れ
か
ら
更
に
二
十
年
余

の
後
の
成
立
で
あ
る
か
ら
、
令
子
内
親
王
家
女
房
は
「
金
葉
集
』
で
は
皇
后
宮
を
冠
し
て
呼
ば
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
具
体
例
を
挙
げ
れ

ば
次
の
如
く
で
あ
る
。

皇
后
宮
弘
徽
殿
に
お
は
し
ま
し
け
る
こ
ろ
、
俊
頼
に
し
お
も
て
の
ほ
そ
殿
に
て
た
ち
な
が
ら
人
に
物
申
し
け
る
に
、
よ
の
ふ
け
ゆ
く

ま
ま
に
く
る
し
か
り
け
れ
ば
、
つ
ち
に
ゐ
た
り
け
る
を
み
て
た
た
み
を
し
か
せ
ば
や
と
女
の
申
し
け
れ
ば
、
た
た
み
は
い
し
だ
た
み

し
か
れ
て
は
く
り
と
申
す
を
き
き
て
よ
め
る

皇
后
宮
大
弐
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『
金
葉
集
』
編
纂
時
期
に
前
齋
院
と
呼
ば
れ
た
可
能
性
の
あ
る
人
物
は
複
数
お
り
、

佳
子
内
親
王
（
後
三
条
天
皇
皇
女
）
、
延
久
元
～
同
四
年
齋
院
、
大
治
五
年
七
月
莞

禎
子
内
親
王
（
白
河
天
皇
皇
女
）
、
康
和
元
～
嘉
承
二
年
齋
院
、
保
元
元
年
正
月
莞

が
挙
げ
ら
れ
る
。
佳
子
内
親
王
よ
り
も
、
時
期
的
に
近
い
禎
子
内
親
王
の
ほ
う
が
該
当
す
る
可
能
性
は
高
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
『
金
葉
集
』

（
虹
）

の
「
前
齋
院
」
が
禎
子
内
親
王
で
あ
る
可
能
性
に
つ
い
て
は
、
後
藤
祥
子
氏
も
早
く
か
ら
指
摘
さ
れ
て
い
た
し
、
佐
々
木
多
貴
子
氏
も
そ

（
躯
）

れ
を
支
持
し
て
い
る
。
令
子
内
親
王
と
禎
子
内
親
王
は
、
白
河
天
皇
皇
女
中
で
も
中
宮
賢
子
を
母
と
し
、
郁
芳
門
院
提
子
と
堀
河
天
皇
の

同
母
姉
妹
で
あ
る
。
禎
子
内
親
王
は
生
後
ま
も
な
く
か
ら
四
条
宮
寛
子
の
許
で
養
育
さ
れ
（
『
水
左
記
』
永
保
元
年
八
月
十
日
条
）
、
姉
令

子
内
親
王
の
後
を
承
け
て
齋
院
と
な
っ
た
が
、
齋
院
を
退
下
し
た
後
も
養
母
寛
子
と
行
動
を
共
に
し
て
い
た
（
『
中
右
記
』
嘉
承
二
年
七

月
二
十
二
日
条
、
『
殿
暦
』
天
仁
元
年
二
月
二
日
条
ほ
か
）
。
四
条
宮
寛
子
は
優
れ
た
歌
詠
み
女
房
を
抱
え
て
い
た
こ
と
で
知
ら
れ
る
が
、

禎
子
内
親
王
は
そ
の
御
所
で
育
ち
、
『
今
鏡
』
の
伝
え
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
「
常
に
法
の
筵
を
開
か
せ
給
」
う
一
方
、
引
用
ｂ
の
よ
う
に

歌
会
を
催
す
こ
と
も
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
従
っ
て
禎
子
内
親
王
家
の
女
房
中
に
、
『
金
葉
集
』
に
採
ら
れ
る
よ
う
な
歌
人
が
い
た
と
し

て
も
不
自
然
で
は
な
い
。
ま
た
、
こ
の
頃
の
宮
家
の
歌
会
は
、
例
え
ば
皇
后
宮
令
子
内
親
王
家
の
歌
会
に
つ
い
て
、
勅
撰
集
・
私
撰
集
・

家
集
等
に
よ
り
、
そ
の
歌
と
作
者
を
整
理
し
て
み
る
と
、
参
加
者
は
皇
后
宮
職
の
人
々
（
身
内
を
含
む
場
合
も
あ
る
）
と
院
の
意
向
に
よ

い
し
だ
た
み
あ
り
け
る
も
の
を
き
み
に
ま
た
し
く
物
な
し
と
お
も
ひ
け
る
か
な
（
雑
．
五
九
三
）

こ
の
歌
は
『
大
弐
集
』
（
一
四
九
番
）
と
『
散
木
奇
歌
集
」
（
一
三
○
一
番
）
の
双
方
に
見
え
る
歌
で
あ
り
、
「
皇
后
宮
弘
徽
殿
に
お
は

し
ま
し
け
る
頃
」
と
は
令
子
内
親
王
の
前
齋
院
時
代
の
後
半
期
で
、
康
和
四
年
十
一
月
に
内
裏
入
り
し
た
令
子
内
親
王
は
弘
徽
殿
を
御
所

と
し
て
い
た
。
こ
の
よ
う
に
「
皇
后
宮
」
が
令
子
内
親
王
を
指
す
と
す
れ
ば
、
同
集
の
「
前
齋
院
」
は
別
人
と
考
え
る
ほ
う
が
自
然
で
あ

ろ
う
。
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っ
て
参
加
し
た
廷
臣
歌
人
（
俊
頼
・
顕
季
な
ど
）
、
そ
し
て
女
性
は
皇
后
宮
女
房
に
限
ら
れ
る
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
推
し
て
、

禎
子
内
親
王
家
の
歌
会
に
堀
河
が
参
加
し
て
い
た
事
実
は
、
堀
河
が
そ
の
家
の
女
房
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
こ
と
を
示
す
の
で
は
な
い

『
今
鏡
」
の
ａ
と
ｂ
の
資
料
は
、
郁
芳
門
院
提
子
内
親
王
の
伝
記
に
続
い
て
、
そ
の
同
母
妹
た
ち
、
令
子
・
禎
子
両
内
親
王
に
つ
い
て

語
る
部
分
の
一
節
で
あ
る
が
、
特
に
令
子
・
禎
子
に
つ
い
て
の
記
述
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
特
色
を
強
調
し
つ
つ
、
対
比
を
意
識
し
た
要
素

も
見
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
令
子
に
つ
い
て
は
「
古
の
宮
ば
ら
」
の
風
雅
な
生
活
を
坊
佛
と
さ
せ
る
よ
う
な
暮
ら
し
ぶ
り
で
あ
る
こ
と
、
具

体
的
に
は
女
房
ら
が
琴
を
弾
い
た
り
源
氏
物
語
を
話
題
に
し
な
が
ら
碁
を
打
つ
な
ど
し
、
ま
た
歌
詠
み
の
女
房
も
多
く
仕
え
て
い
た
、
と

述
べ
る
が
、
摂
津
や
六
条
と
歌
詠
み
女
房
の
名
を
挙
げ
る
の
み
で
歌
そ
の
も
の
は
示
さ
れ
て
い
な
い
。
ま
た
藤
原
為
業
ら
若
い
殿
上
人
の

見
聞
し
た
こ
と
と
し
て
記
述
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
禎
子
に
つ
い
て
は
、
「
法
の
筵
」
の
話
題
に
次
い
で
ｂ
の
よ
う
に
歌
会
の
こ

と
に
触
れ
、
そ
の
時
の
歌
を
挙
げ
て
い
る
。
令
子
に
関
す
る
部
分
で
歌
が
示
さ
れ
て
い
な
い
の
は
、
『
金
葉
集
」
を
初
め
と
し
て
「
散
木

奇
歌
集
」
や
他
の
家
集
等
に
も
、
「
皇
后
宮
」
令
子
の
許
で
詠
ま
れ
た
歌
が
少
な
か
ら
ず
見
ら
れ
る
事
実
に
照
ら
す
と
、
や
や
不
審
で
あ

る
。
し
か
し
ｂ
で
話
題
に
さ
れ
て
い
る
「
前
齋
院
」
禎
子
家
の
歌
会
資
料
が
、
「
今
鏡
』
の
他
に
は
見
出
し
難
い
こ
と
を
考
え
る
と
、
こ

れ
は
『
今
鏡
』
編
者
が
特
に
禎
子
家
の
歌
会
資
料
を
持
っ
て
い
た
た
め
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
執
筆
態
度

や
事
情
の
も
と
に
書
か
れ
た
『
今
鏡
」
の
記
述
ａ
。
ｂ
を
、
史
料
と
し
て
ど
こ
ま
で
信
頼
す
べ
き
で
あ
る
の
か
、
検
討
の
余
地
が
あ
る
と

言
え
よ
う
。

だ
ろ
う
か
。

か
の
混
乱
が
存
し
た
こ
と
に
関
連
し
て
「
前
齋
院
と
し
て
同
じ
邸
に
住
ん
だ
こ
と
か
ら
、
ど
ち
ら
に
も
仕
え
た
と
み
れ
ば
簡
単
で
あ
る
が
」

（
羽
）

と
述
べ
た
箇
所
が
見
ら
れ
る
。
更
に
堀
河
に
つ
い
て
も
、
前
齋
院
が
禎
子
を
指
す
こ
と
と
『
今
鏡
』
の
記
述
と
を
矛
盾
無
く
処
置
す
る
方

な
お
、
森
本
氏
の
論
（
３
に
同
じ
）
中
に
は
、
令
子
家
の
女
房
歌
人
の
代
表
格
で
あ
る
摂
津
に
つ
い
て
も
、
そ
の
主
人
は
令
子
か
禎
子
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り
、
内
裏
に
住
む
よ
う
に
な
っ
て
の
ち
ｌ
順
子
内
親
王
方
へ
転
任
し
た
」
と
解
す
る
こ
と
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
（
波
線
部
は
私
意
に
よ

る
）
。
し
か
し
、
こ
の
二
箇
所
に
つ
い
て
は
、
事
実
誤
認
な
ど
の
問
題
を
含
む
文
脈
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
令
子
・
禎
子
の
姉
妹
は
、

生
後
ま
も
な
く
か
ら
、
令
子
は
師
実
夫
妻
の
許
で
、
禎
子
は
四
条
宮
寛
子
の
許
で
養
育
さ
れ
て
お
り
、
成
人
後
も
同
じ
御
所
に
住
ん
だ
と

い
う
記
録
が
史
料
に
は
ほ
と
ん
ど
見
出
せ
な
い
の
で
あ
る
。
姉
妹
が
別
々
に
養
育
さ
れ
た
こ
と
は
『
栄
花
物
語
』
巻
三
十
九
（
布
引
滝
）

及
び
巻
四
十
（
根
合
）
に
記
事
が
あ
る
ほ
か
、
史
料
に
も
見
え
る
（
令
子
に
つ
い
て
は
『
中
右
記
』
永
久
二
年
四
月
五
日
条
、
禎
子
に
つ

い
て
は
『
水
左
記
』
永
保
元
年
八
月
十
日
条
）
。
齋
院
退
下
後
も
、
令
子
内
親
王
は
、
初
め
は
主
と
し
て
源
国
信
邸
に
住
み
（
『
中
右
記
』

康
和
四
年
十
一
月
十
七
日
条
）
、
そ
の
後
内
裏
に
移
っ
て
堀
河
天
皇
と
概
ね
天
皇
と
行
動
を
共
に
し
た
（
「
中
右
記
』
『
殿
暦
』
に
記
事
多

数
）
。
そ
の
間
に
里
第
の
二
条
堀
河
邸
が
落
成
、
此
処
と
内
裏
を
往
復
し
た
が
、
そ
れ
は
堀
河
天
皇
が
崩
御
し
幼
帝
鳥
羽
の
准
母
と
し
て

皇
后
宮
と
な
っ
た
後
も
続
い
た
。
ま
た
、
方
違
え
や
病
で
は
三
条
の
藤
原
有
佐
邸
や
二
条
の
藤
原
経
忠
邸
に
退
出
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
。

同
じ
く
齋
院
退
下
後
の
禎
子
内
親
王
は
、
養
母
・
寛
子
の
許
に
戻
っ
て
共
に
枇
杷
殿
に
住
み
（
『
中
右
記
」
嘉
承
二
年
七
月
十
九
日
条
・

同
二
十
二
日
条
）
、
出
家
後
（
天
治
二
年
十
二
月
二
十
五
日
）
に
土
御
門
第
に
還
り
住
ん
で
い
る
。
こ
の
よ
う
に
同
母
姉
妹
と
は
言
え
、

二
人
は
同
じ
邸
第
に
住
ん
だ
時
期
は
ほ
と
ん
ど
無
い
と
見
て
よ
く
、
従
っ
て
両
内
親
王
の
「
ど
ち
ら
に
仕
え
た
と
言
っ
て
も
よ
い
」
よ
う

な
状
況
は
無
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
顕
仲
女
堀
河
（
六
条
）
を
待
賢
門
院
璋
子
と
同
年
齢
、
す
な
わ
ち
令
子
が
齋
院
を
退
下
し

た
頃
に
誕
生
し
た
、
と
推
定
す
る
一
方
で
、
彼
女
が
前
齋
院
時
代
の
令
子
に
仕
え
て
お
り
、
令
子
が
皇
后
宮
と
な
っ
た
後
に
前
齋
院
禎
子

の
許
へ
転
じ
た
、
と
考
え
る
の
も
、
堀
河
（
六
条
）
の
年
齢
か
ら
見
て
非
常
に
苦
し
い
。
何
し
ろ
令
子
内
親
王
が
立
后
し
た
の
は
齋
院
退

下
の
八
年
後
で
あ
る
。
堀
河
の
生
年
を
璋
子
よ
り
十
年
早
い
と
推
定
し
直
し
た
と
し
て
も
、
令
子
に
仕
え
た
時
期
を
、
十
代
の
一
時
期
と

見
な
け
れ
ば
成
り
立
た
な
い
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
仮
に
堀
河
（
六
条
）
が
令
子
の
許
に
仕
え
た
時
期
が
あ
っ
た
と
考
え
た
場
合
も
、
若
い

法
は
、
「
令
子
内
親
王
の
女
房
だ
っ
た
六
条
は
、
同
母
の
妹
宮
槇
子
内
親
王
が
齋
院
を
退
下
し
て
の
ち
、

ｌ
令
子
内
親
王
が
皇
后
宮
と
な

（
鯉
）
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こ
の
よ
う
に
『
今
鏡
』
の
記
述
を
す
べ
て
事
実
と
見
な
し
て
、
他
の
事
実
と
整
合
性
を
持
た
せ
よ
う
と
す
る
こ
と
に
は
無
理
が
あ
る
と

言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
と
す
れ
ば
、
こ
こ
は
他
の
同
時
代
史
料
や
「
金
葉
集
』
な
ど
が
示
す
事
実
の
ほ
う
を
採
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
す
な

わ
ち
、
顕
仲
女
の
堀
河
は
、
初
め
六
条
の
名
で
前
齋
院
の
禎
子
内
親
王
に
仕
え
、
そ
の
歌
を
『
金
葉
集
」
に
採
録
さ
れ
た
。
永
久
五
（
一

二
七
）
年
十
二
月
に
、
璋
子
が
鳥
羽
天
皇
に
入
内
、
「
金
葉
集
」
初
度
本
が
撰
進
さ
れ
る
頃
、
天
治
元
（
二
二
四
）
年
に
は
待
賢
門

院
の
院
号
を
受
け
た
。
ま
た
、
前
齋
院
禎
子
内
親
王
は
天
治
二
（
三
二
五
）
年
十
月
に
出
家
し
て
お
り
、
璋
子
所
生
の
統
子
内
親
王

（
上
西
門
院
）
が
齋
院
に
卜
定
さ
れ
た
の
が
大
治
二
（
二
二
七
）
年
四
月
で
あ
っ
た
。
統
子
内
親
王
は
長
承
元
（
二
三
二
）
年
六
月

に
齋
院
を
退
下
し
た
が
、
森
本
氏
は
、
そ
の
頃
に
堀
河
の
妹
兵
衛
が
統
子
内
親
王
付
き
に
転
じ
、
代
わ
っ
て
姉
の
堀
河
が
待
賢
門
院
に
仕

え
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
て
い
る
。
統
子
内
親
王
の
齋
院
卜
定
は
禎
子
内
親
王
が
出
家
し
て
一
年
半
後
の
こ
と
で
あ
り
、
恐
ら
く

主
の
出
家
な
ど
を
機
に
禎
子
内
親
王
家
を
離
れ
た
六
条
が
、
や
が
て
妹
の
縁
で
待
賢
門
院
に
再
出
仕
し
、
そ
こ
で
は
堀
河
の
名
で
呼
ば
れ

た
の
で
あ
ろ
う
。
堀
河
と
兵
衛
は
、
一
時
は
姉
妹
と
も
に
待
賢
門
院
に
仕
え
て
い
た
可
能
性
も
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
禎
子
家
で
の
女
房

名
「
六
条
」
は
、
祖
父
顕
房
が
六
条
右
府
と
呼
ば
れ
た
こ
と
と
関
連
が
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
判
然
と
し
な
い
。
ま
た
待
賢
門
院
の

許
で
は
「
堀
河
」
と
呼
ば
れ
た
事
情
も
、
現
段
階
で
は
推
察
の
手
が
か
り
が
な
い
。
た
だ
、
堀
河
は
夫
と
死
別
し
、
そ
の
夫
と
の
間
に
子

が
あ
っ
た
こ
と
が
家
集
（
一
二
○
番
）
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
。
ま
た
、
森
本
元
子
氏
が
そ
れ
と
の
関
連
を
指
摘
さ
れ
る
「
言
葉
和
歌
集
」

雑
上
の
贈
答
歌
（
『
新
千
載
集
』
一
六
六
五
・
一
六
六
六
番
に
も
採
録
）
が
あ
る
。

子
日
に
あ
た
り
た
り
け
る
日
、
伯
の
も
と
に
や
し
な
ひ
た
り
け
る
ち
ご
の
も
と
へ
待
賢
門
院
堀
川

い
ざ
け
ふ
は
子
日
の
ま
つ
の
ひ
き
つ
れ
て
お
い
き
の
ち
よ
を
と
も
に
い
の
ら
ん
（
一
三
三
）

女
房
が
、
皇
后
宮
と
な
っ
た
華
や
か
な
令
子
内
親
王
の
許
か
ら
前
齋
院
禎
子
内
親
王
の
許
へ
、
敢
え
て
転
ず
る
必
然
性
も
あ
ま
り
無
い
よ

う
に
思
わ
れ
る
。
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前
章
で
検
討
し
た
顕
仲
女
堀
河
と
同
時
期
の
人
物
と
し
て
、
摂
政
家
堀
河
な
る
女
房
が
い
る
。
摂
政
忠
通
家
女
房
と
見
ら
れ
る
が
、
勅

撰
集
に
は
『
金
葉
集
』
の
次
の
歌
一
首
の
み
で
あ
る
。

⑨
『
金
葉
集
』
巻
八
・
恋
下
（
以
下
、
特
に
断
り
の
な
い
限
り
、
引
用
は
新
編
国
歌
大
観
に
よ
る
。
傍
線
は
私
意
に
よ
り
付
し
た
）

く
れ
に
は
か
な
ら
ず
と
た
の
め
た
り
け
る
人
の
、
は
っ
か
の
月
の
い
づ
る
ま
で
見
え
ざ
り
け
れ
ば
よ
め
る

摂
政
家
堀
河

ち
ぎ
り
お
き
し
人
も
こ
ず
ゑ
の
こ
の
ま
よ
り
た
の
め
ぬ
月
の
か
げ
ぞ
も
り
く
る

（
四
七
○
）

ま
た
、
忠
通
は
永
久
三
年
以
降
大
治
元
年
ま
で
に
十
余
回
の
歌
合
を
催
し
た
が
、
そ
の
忠
通
家
歌
合
の
資
料
中
に
、
次
の
如
く
堀
河
な

返
し

神
祇
伯
顕
仲

い
の
る
と
も
お
い
き
の
ま
つ
は
く
ち
は
て
て
い
か
で
か
ち
よ
を
す
ぐ
べ
か
る
ら
ん
（
二
二
四
）

森
本
氏
も
想
像
さ
れ
る
よ
う
に
、
父
顕
仲
に
幼
子
を
預
け
て
宮
仕
え
を
し
て
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

以
上
の
よ
う
に
、
顕
仲
女
の
堀
河
は
、
若
い
頃
に
前
齋
院
禎
子
内
親
王
に
仕
え
、
「
前
齋
院
六
条
」
の
名
で
『
金
葉
集
』
に
歌
を
採
ら

れ
、
禎
子
内
親
王
の
出
家
な
ど
を
機
に
待
賢
門
院
女
房
に
転
じ
た
も
の
と
考
え
る
。

ま
た
、
忠
通
は
永
狩

る
女
房
の
歌
が
あ
る
。

⑩
「
摂
政
左
大
臣
忠
通
歌
合
」
大
治
元
年
八
月
（
傍
線
は
私
意
に
よ
り
付
し
た
）

旅
宿
雁

３
摂
政
家
堀
河
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五
番
左
時
昌

君
こ
ふ
る
こ
と
の
は
ば
か
り
い
る
に
出
て
あ
は
で
の
も
り
の
ち
り
ぬ
く
き
か
な

右
堀
河

つ
れ
な
し
と
か
つ
は
こ
＆
ろ
を
み
や
ま
木
の
こ
り
ず
も
を
の
畠
を
と
づ
る
＆
か
な

前
の
歌
は
「
色
に
い
づ
る
こ
と
の
は
の
」
と
「
あ
は
で
の
も
り
」
と
は
お
な
じ
き
か
。
お
ぼ
つ
か
な
き
や
う
に
き
こ
ゆ
れ
ど
、

な
を
あ
は
で
の
も
り
の
こ
と
の
は
な
め
り
と
お
も
ひ
な
せ
ば
、
あ
し
う
も
き
こ
え
ず
。
次
歌
は
、
う
た
め
い
た
り
。
い
と
お
か

し
。
但
、
近
曽
し
の
び
た
る
人
の
歌
合
に
、
見
し
や
う
に
お
ぼ
え
そ
ふ
ら
へ
ば
、
ひ
が
事
に
や
さ
ふ
ら
ふ
ら
む
。
よ
み
合
は
せ

た
ら
ば
、
よ
し
か
く
れ
の
歌
な
り
と
て
、
お
し
て
と
り
た
ら
ば
、
い
し
ゃ
は
な
む
か
む
と
お
ぼ
え
さ
ふ
ら
ふ
か
な
。

こ
の
大
治
元
（
二
二
六
）
年
八
月
の
歌
合
は
忠
通
家
歌
合
の
最
後
の
も
の
で
、
判
者
は
源
俊
頼
。
女
房
歌
人
は
二
人
、
す
な
わ
ち
堀

河
と
三
河
で
あ
る
。
三
河
は
兵
庫
頭
源
仲
正
女
、
忠
通
家
女
房
で
、
忠
通
家
や
顕
輔
家
の
歌
合
等
に
出
詠
し
て
お
り
、
『
金
葉
集
』
（
八
○

番
。
二
六
○
番
）
初
出
歌
人
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
こ
の
歌
合
の
堀
河
の
歌
の
う
ち
後
者
は
、
次
の
よ
う
に
作
者
を
「
待
賢
門
院
堀
河
」
と
し
て
「
万
代
集
』
及
び
『
続
後
拾
遺

五
番
左
持
堀
川

１

か
り
が
ね
と
と
も
に
越
路
に
あ
ら
ね
ど
も
お
な
じ
た
び
ね
に
鳴
わ
た
る
也

右
参
河

か
り
が
ね
も
た
び
の
空
に
ぞ
き
こ
ゆ
な
る
草
の
ま
く
ら
は
ひ
と
り
と
お
も
ふ
に

と
も
に
あ
し
う
も
き
こ
え
ず
。
お
な
じ
ほ
ど
の
歌
に
や
、
価
持
と
定
ま
う
す
。

恋
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し
か
し
、
⑩
の
堀
河
も
、
三
河
と
同
様
に
忠
通
家
女
房
と
し
て
歌
合
に
参
加
し
た
も
の
で
、
⑨
の
堀
河
と
同
一
人
で
あ
る
と
考
え
る
ほ

（
妬
）

う
が
自
然
に
思
わ
れ
る
。
萩
谷
氏
の
見
解
も
こ
れ
と
同
様
で
あ
る
。
ま
た
、
⑨
及
び
⑩
の
堀
河
の
歌
で
、
上
か
ら
の
流
れ
で
は
用
言
、
下

へ
の
流
れ
で
は
体
言
と
な
る
掛
詞
が
、
必
ず
二
句
又
は
三
句
に
あ
る
の
も
、
単
な
る
偶
然
で
あ
ろ
う
か
。
同
じ
作
者
の
「
詠
み
く
せ
」
と

見
る
こ
と
も
可
能
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
は
、
大
治
の
頃
に
忠
通
家
に
堀
河
と
呼
ば
れ
た
女
房
が
居
り
、
『
金
葉
集
』
及
び
『
忠
通

家
歌
合
』
に
そ
の
足
跡
を
残
し
た
、
と
見
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
前
齋
院
禎
子
内
親
王
に
仕
え
て
い
た
顕
仲
女
の
六
条
が
、
禎
子

内
親
王
出
家
と
同
時
に
忠
通
家
に
移
り
、
ほ
ん
の
一
時
期
「
摂
政
家
堀
河
」
と
呼
ば
れ
て
、
そ
の
後
に
待
賢
門
院
に
仕
え
た
と
考
え
る
な

ら
ば
、
資
料
⑨
⑩
と
資
料
⑪
⑫
と
の
整
合
性
が
と
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
⑨
の
『
金
葉
集
』
四
七
○
番
歌
が
大
治
初
年
頃
の
詠
作
で

あ
る
こ
と
、
及
び
「
金
葉
集
』
が
同
一
歌
人
を
時
期
に
よ
っ
て
呼
び
分
け
て
複
数
の
名
で
示
し
て
い
る
こ
と
、
の
二
つ
が
確
実
で
な
け
れ

ば
成
り
立
た
な
い
で
あ
ろ
う
。
や
は
り
、
待
賢
門
院
堀
河
と
は
別
の
、
忠
通
家
女
房
の
堀
河
が
存
在
し
、
資
料
⑨
と
⑩
は
そ
れ
を
示
し
て

い
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
し
、
⑪
⑫
は
後
世
に
待
賢
門
院
堀
河
が
著
名
で
あ
っ
た
が
故
に
生
じ
た
誤
解
の
表
れ
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

⑪
法
性
寺
入
道
前
関
白
家
歌
合
に
待
賢
門
院
堀
河

つ
れ
な
し
と
か
つ
は
こ
こ
ろ
を
み
や
ま
ぎ
の
こ
り
ず
も
を
の
の
お
と
づ
る
る
か
な
（
万
代
集
。
二
○
一
七
）

⑫
法
性
寺
入
道
前
関
白
家
の
歌
合
に
待
賢
門
院
堀
河

つ
れ
な
し
と
か
つ
は
心
を
み
山
木
の
こ
り
ず
も
を
の
の
音
づ
る
る
か
な
（
続
後
拾
遺
集
・
恋
二
・
七
七
六
）

こ
の
⑪
⑫
の
作
者
表
記
が
正
し
い
と
す
る
な
ら
ば
、
⑩
「
大
治
元
年
八
月
・
忠
通
家
歌
合
」
の
堀
河
は
待
賢
門
院
堀
河
（
源
顕
仲
女
）

と
同
一
人
物
と
い
う
こ
と
に
な
る
（
た
だ
し
「
つ
れ
な
し
と
」
の
歌
は
『
待
賢
門
院
堀
河
集
』
に
は
見
え
な
い
）
。
で
は
、
⑨
の
堀
河
と

⑩
の
堀
河
は
別
人
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

集
』
に
採
録
さ
れ
て
い
る
。
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「
殿
下
女
房
」
の
注
に
従
っ
て
⑬
の

（
”
）

あ
る
と
の
見
解
を
示
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
歌
合
は
、
大
治
三
（
三
二
八
）
年
八
月
二
十
九
日
、
摂
津
国
広
田
神
社
で
行
わ
れ
た
も
の
で
判
者
は
基
俊
。
顕
仲
は
、
翌
月
二

十
一
日
に
は
広
田
社
摂
社
の
「
浜
の
南
宮
」
で
（
判
者
は
行
尊
大
僧
正
）
、
同
月
二
十
八
日
に
は
住
吉
神
社
に
お
い
て
も
（
判
者
は
顕
仲

自
身
）
、
歌
合
を
催
し
て
い
る
。
い
ず
れ
に
も
顕
仲
の
子
女
た
ち
が
参
加
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
森
本
氏
は
、
こ
の
広
田
社
に
お
け
る
歌

（
妬
）

合
の
「
堀
川
」
を
待
賢
門
院
堀
河
と
見
て
い
る
。
し
か
し
、
歌
合
本
文
（
こ
の
歌
合
の
証
本
は
群
書
類
従
本
の
み
）
に
は
、
「
堀
川
」
に

「
殿
下
女
房
」
と
脚
注
が
あ
り
、
殿
下
女
房
な
ら
ば
忠
通
家
女
房
で
あ
る
。
萩
谷
氏
は
資
料
⑩
の
歌
合
の
解
説
に
お
い
て
、
「
疑
い
を
存
し

て
、
後
考
に
委
ね
る
」
と
し
な
が
ら
も
、
摂
政
家
堀
河
と
待
賢
門
院
堀
河
と
を
同
一
人
物
と
す
る
見
解
を
示
し
て
い
る
。
そ
れ
に
従
え
ば

こ
の
堀
河
は
待
賢
門
院
堀
河
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
、
森
本
氏
と
同
じ
結
論
に
な
る
。
し
か
し
両
氏
よ
り
も
早
く
、
野
中
春
水
氏
は
、

「
殿
下
女
房
」
の
注
に
従
っ
て
⑬
の
「
堀
川
」
を
忠
通
家
女
房
の
堀
河
と
推
定
さ
れ
、
併
せ
て
こ
の
堀
河
は
待
賢
門
院
堀
河
と
は
別
人
で

こ
れ
と
は
逆
に
、
待
賢
門
院
堀
河
の
歌
と
さ
れ
て
い
る
中
に
、
問
題
を
は
ら
む
歌
が
あ
る
。
そ
れ
は
次
の
歌
合
の
も
の
で
あ
る
。

⑬
「
神
祇
伯
顕
仲
西
宮
歌
合
」

十
六
番
左
左
大
弁
為
隆

荻
の
は
は
暮
れ
行
く
風
に
音
す
な
り
我
が
待
つ
人
の
か
公
ら
ま
し
か
ば

右
堀
川
殿
下
女
房

逢
ふ
こ
と
は
か
た
野
に
し
げ
る
荻
の
は
の
音
を
ば
た
っ
な
秋
は
は
っ
と
も

「
わ
が
ま
つ
人
の
か
か
ら
ま
し
か
ば
」
と
思
ひ
け
る
風
の
音
こ
そ
、
「
片
野
に
し
げ
る
荻
の
葉
」
よ
り
も
、
聞
き
所
あ
り
て
お
ぼ
え

侍
れ
。

荻
寄
恋
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確
か
に
顕
仲
と
そ
の
子
女
た
ち
を
中
心
と
し
た
歌
合
に
参
加
し
て
い
る
堀
河
な
ら
ば
、
顕
仲
女
で
あ
る
待
賢
門
院
堀
河
と
考
え
る
の
が

自
然
で
は
あ
る
。
し
か
し
、
顕
仲
の
子
女
た
ち
は
、
ほ
と
ん
ど
が
三
度
（
忠
季
は
二
度
）
の
歌
合
に
参
加
し
、
複
数
の
歌
を
詠
ん
で
い
る
。

特
に
娘
た
ち
の
場
合
、
「
伯
卿
女
」
「
大
夫
典
侍
」
「
兵
衛
」
ら
「
金
葉
集
」
に
「
前
斎
院
六
条
」
と
は
別
に
歌
を
採
ら
れ
て
い
る
三
人
は
、

三
度
と
も
歌
合
に
参
加
し
て
八
首
（
大
夫
典
侍
の
み
六
首
）
も
詠
ん
で
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
「
堀
川
」
は
最
初
の
歌
合
の
み
の
参
加
で
、

歌
も
一
首
だ
け
で
あ
り
、
極
端
に
歌
が
少
な
い
。
野
中
氏
は
こ
の
点
か
ら
も
待
賢
門
院
堀
河
と
は
考
え
難
い
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
こ
の

三
度
の
歌
合
（
歌
人
総
計
二
十
六
人
）
に
は
、
顕
仲
一
家
の
ほ
か
に
、
行
尊
・
顕
輔
（
と
も
に
三
度
参
加
）
や
基
俊
・
雅
兼
・
大
進
（
と

も
に
二
度
参
加
）
な
ど
、
身
内
や
友
人
が
少
な
か
ら
ず
参
加
し
て
い
る
が
、
右
の
行
尊
２
五
人
の
ほ
か
は
、
参
加
は
一
回
で
歌
も
一
首
だ

け
と
い
う
人
が
多
い
。
言
い
換
え
れ
ば
、
一
回
の
参
加
で
歌
一
首
の
み
と
い
う
の
は
、
顕
仲
子
女
と
い
う
よ
り
、
そ
の
他
の
参
加
者
の
あ

り
方
な
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
事
実
と
本
文
の
脚
注
「
殿
下
女
房
」
、
及
び
「
堀
川
」
の
歌
の
一
・
二
句
目
「
逢
ふ
こ
と
は
か
た
野
に

し
げ
る
」
に
見
ら
れ
る
掛
詞
が
、
⑨
⑩
の
忠
通
家
堀
河
の
掛
詞
表
現
に
酷
似
し
て
い
る
こ
と
、
な
ど
に
よ
っ
て
総
合
的
に
判
断
す
る
な
ら

ば
、
こ
の
作
者
は
や
は
り
待
賢
門
院
堀
河
で
は
な
く
、
忠
通
家
堀
河
で
あ
ろ
う
。
も
っ
と
も
こ
の
場
合
は
、
顕
仲
の
子
女
中
で
侍
賢
門
院

堀
河
だ
け
が
歌
合
に
全
く
参
加
し
て
い
な
い
こ
と
に
な
り
、
そ
れ
は
そ
れ
で
疑
問
が
残
る
。
た
だ
、
３
で
述
べ
た
よ
う
に
、
待
賢
門
院
堀

河
に
は
結
婚
及
び
出
産
の
時
期
が
あ
る
の
で
、
そ
れ
と
の
関
わ
り
を
考
え
る
こ
と
も
可
能
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

『
金
葉
集
』
の
摂
政
家
堀
河
は
、
お
そ
ら
く
待
賢
門
院
堀
河
と
は
別
人
で
あ
っ
て
、
大
治
元
年
八
月
の
忠
通
家
歌
合
に
連
な
っ
た
人
物

で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
大
治
三
年
の
神
祇
伯
顕
仲
西
宮
歌
合
に
も
参
加
し
て
い
る
可
能
性
が
高
い
。
し
か
し
、
こ
の
堀
河
に
つ
い
て
は
出
自

な
ど
の
一
切
が
不
明
で
あ
り
、
待
賢
門
院
堀
河
と
の
関
係
に
お
い
て
も
、
若
干
問
題
が
残
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
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『
風
雅
集
』
雑
歌
下
に
、
次
の
よ
う
な
歌
が
見
え
る
。

⑭
昔
法
金
剛
院
の
梅
を
め
で
け
る
人
の
、
年
へ
て
後
い
か
が
な
り
ぬ
ら
ん
と
い
ふ
に
、
を
り
て
っ
か
は
す
と
て
よ
め
る

上
西
門
院
兵
衛

な
に
事
も
昔
が
た
り
に
な
り
ゆ
け
ば
花
も
み
し
世
の
色
や
か
は
れ
る

（
一
九
六
四
）

返
し

二
条
太
皇
太
后
宮
堀
川

か
く
ば
か
り
う
つ
り
ゆ
く
世
の
花
な
れ
ど
さ
く
や
ど
か
ら
は
い
ろ
も
か
は
ら
ず
（
一
九
六
五
）

「
二
条
太
皇
太
后
宮
」
と
は
、
顕
仲
女
堀
河
の
箇
所
で
述
べ
た
令
子
内
親
王
の
こ
と
で
、
長
承
三
（
二
三
四
）
年
に
太
皇
太
后
と
な

っ
た
後
の
呼
称
で
あ
る
。
森
本
元
子
氏
は
、
こ
の
上
西
門
院
兵
衛
と
贈
答
し
た
堀
川
を
「
待
賢
門
院
堀
河
そ
の
人
に
違
い
あ
る
ま
い
」
と

（
肥
）

述
べ
、
堀
河
が
若
い
頃
に
令
子
内
親
王
に
仕
え
た
と
さ
れ
る
こ
と
か
ら
の
誤
り
と
さ
れ
る
。
し
か
し
、
待
賢
門
院
堀
河
と
同
一
人
物
だ
と

し
た
な
ら
ば
、
同
集
の
同
巻
に
「
待
賢
門
院
堀
川
」
の
歌
（
一
九
五
五
番
）
が
あ
る
一
方
で
、
「
二
条
太
皇
太
后
宮
堀
川
」
の
歌
も
あ
る

の
は
不
審
で
あ
る
。
こ
れ
は
誤
り
と
い
う
よ
り
も
『
風
雅
集
』
撰
者
が
二
人
を
別
人
と
解
し
て
い
た
た
め
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

と
こ
ろ
で
『
今
撰
和
歌
集
』
八
番
及
び
七
○
番
詞
耆
等
に
よ
れ
ば
、
令
子
内
親
王
は
「
二
条
大
宮
」
と
も
呼
ば
れ
て
い
た
。
そ
し
て
、

そ
の
「
二
条
大
宮
」
に
仕
え
た
「
ほ
り
か
は
」
な
る
女
房
の
歌
の
資
料
が
も
う
一
つ
存
在
す
る
。

そ
の
一
二
条
大
声

⑮
『
林
下
集
」

二
条
大
宮
ほ
り
か
は
故
卿
女
也
ひ
と
と
せ
ひ
よ
し
の
や
し
ろ
に
て
神
ぐ
ら
を
し
て
は
べ
り
し
を
、
又
い
か
で
か
き
く
べ
き
な

４
二
条
太
皇
太
后
宮
堀
川
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さ
か
き
ば
の
い
ろ
を
も
か
を
も
し
る
人
を
し
り
そ
め
ぬ
る
も
か
み
の
め
ぐ
み
か
（
一
七
九
）

か
く
て
っ
か
は
し
た
り
し
返
ご
と
に
、
こ
れ
は
っ
た
ふ
く
し
と
て
兵
衛
ど
の

い
つ
か
ま
た
し
め
の
ほ
か
な
る
よ
そ
人
も
こ
ふ
る
に
は
び
の
か
げ
を
み
る
べ
き

（
一
八
○
）

さ
て
ま
た
か
の
ほ
り
か
は
、
返
ご
と
に

人
し
れ
ぬ
こ
こ
ろ
に
か
け
し
ゆ
ふ
だ
す
き
か
か
る
や
か
み
の
し
る
し
な
る
ら
ん
（
一
八
一
）

『
林
下
集
』
は
後
徳
大
寺
実
定
（
二
三
九
～
二
九
一
）
の
家
集
で
、
実
定
は
待
賢
門
院
璋
子
の
同
母
兄
実
能
の
孫
で
あ
る
。
こ
こ

で
言
う
「
二
条
大
宮
の
ほ
り
か
は
」
と
は
、
令
子
内
親
王
家
の
女
房
を
指
す
と
考
え
ら
れ
る
が
、
内
親
王
は
天
養
元
（
二
四
四
）
年
四

月
二
十
一
日
に
崩
じ
た
。
そ
の
令
子
内
親
王
に
仕
え
た
ら
し
い
女
房
の
歌
が
実
定
の
家
集
に
見
え
る
の
は
、
詞
害
の
「
っ
た
へ
て
申
し
て
」

「
っ
か
は
し
た
り
し
」
等
か
ら
見
て
、
上
西
門
院
兵
衛
が
実
定
（
若
い
頃
と
思
わ
れ
る
）
と
の
間
を
仲
介
し
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
こ
の
集

に
は
実
定
と
兵
衛
の
贈
答
が
他
に
い
く
つ
も
見
ら
れ
、
二
人
の
親
交
が
窺
わ
れ
る
。
ま
た
、
上
西
門
院
兵
衛
が
関
係
し
た
贈
答
と
い
う
点

で
は
、
⑭
『
風
雅
集
』
の
場
合
と
酷
似
し
て
お
り
、
こ
の
⑮
で
は
「
ほ
り
か
は
」
も
兵
衛
も
、
「
木
綿
樺
」
「
庭
火
」
「
注
連
の
内
」
と
、

齋
院
に
仕
え
た
こ
と
を
示
す
三
葉
を
用
い
て
い
る
点
が
興
味
深
い
。
そ
し
て
、
⑭
⑮
の
二
つ
の
資
料
は
、
二
条
太
皇
太
后
宮
（
二
条
大
宮
）

す
な
わ
ち
令
子
内
親
王
に
仕
え
た
「
ほ
り
か
は
」
と
い
う
女
房
が
存
し
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
⑮
の
贈
答
の

時
期
は
未
詳
で
あ
る
が
、
仮
に
「
ほ
り
か
は
」
が
令
子
内
親
王
の
齋
院
時
代
か
ら
仕
え
た
女
房
で
あ
っ
た
と
す
る
と
、
か
な
り
老
齢
で
あ

っ
た
ろ
う
。
「
故
卿
女
也
」
と
い
う
注
は
、
こ
の
堀
河
の
出
自
の
手
が
か
り
と
し
て
調
査
・
検
討
を
試
み
て
は
い
る
も
の
の
、
未
詳
で
あ

ど
上
西
門
院
の
兵
衛
ど
の
に
っ
た
へ
て
申
し
て

ゆ
ふ
だ
す
き
か
け
て
も
き
み
は
し
ら
じ
か
し
あ
り
し
に
は
び
の
か
げ
を
こ
ふ
と
は

返
し

（
一
七
八
）
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る
。
た
だ
、
彼
女
が
上
西
門
院
兵
衛
と
親
し
い
点
か
ら
は
身
内
関
係
も
疑
わ
れ
、
仮
に
「
故
卿
女
」
が
「
伯
卿
女
」
の
誤
り
で
あ
っ
た
な

ら
ば
（
「
故
」
と
「
伯
」
と
は
、
最
も
崩
し
て
書
い
た
場
合
に
は
字
形
が
や
や
似
る
）
、
こ
の
堀
河
は
顕
仲
女
と
な
る
が
、
現
段
階
で
は
想

像
の
域
を
出
な
い
。
萩
谷
氏
は
、
『
金
葉
集
』
の
前
齋
院
六
条
を
「
風
雅
集
』
の
二
条
太
皇
太
后
宮
堀
川
と
同
一
人
物
と
見
て
、
「
顕
仲
の

女
達
の
中
に
、
そ
れ
ぞ
れ
或
時
期
に
お
い
て
『
堀
河
』
と
呼
ば
れ
た
女
性
が
二
人
も
し
く
は
そ
れ
以
上
い
た
為
に
、
す
べ
て
の
混
乱
が
生

じ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
」
と
の
見
解
を
示
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
「
二
条
太
皇
太
后
宮
堀
川
」
「
二
条
大
宮
ほ
り
か
は
」
に
つ
い
て
は
、
現
段
階
で
は
不
明
な
点
も
多
い
が
、
待
賢
門
院
堀

河
と
同
一
人
物
と
考
え
る
の
も
問
題
が
あ
ろ
う
。
待
賢
門
院
堀
河
は
、
待
賢
門
院
璋
子
の
出
家
に
従
っ
て
永
治
二
（
二
四
二
）
年
に
落

飾
し
、
久
安
元
（
二
四
五
）
年
の
待
賢
門
院
崩
御
の
後
は
「
久
安
百
首
」
に
活
動
が
認
め
ら
れ
る
が
、
そ
の
後
の
こ
と
は
不
明
で
あ
る
。

令
子
内
親
王
と
待
賢
門
院
璋
子
は
近
い
時
期
に
崩
じ
て
い
る
が
、
璋
子
の
身
内
筋
に
あ
た
る
実
定
が
二
人
を
誤
る
と
は
考
え
に
く
い
の
で

は
な
い
か
。
ま
た
実
定
が
一
七
九
番
歌
で
「
榊
葉
の
色
を
も
香
を
も
知
る
人
」
と
言
っ
た
の
は
、
相
手
の
「
ほ
り
か
は
」
が
齋
院
に
仕
え

た
人
で
あ
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
と
す
れ
ば
、
や
は
り
令
子
内
親
王
に
仕
え
た
「
ほ
り
か
は
（
堀
川
）
」
な
る
女
房
が
い
た
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。

こ
れ
ま
で
取
り
上
げ
て
き
た
堀
河
よ
り
少
し
時
代
が
下
る
が
、
次
の
資
料
に
も
「
堀
川
」
と
い
う
女
房
名
が
見
え
る
。

⑯
「
散
位
敦
頼
住
吉
社
歌
合
」

社
頭
月

５
前
太
政
大
臣
家
堀
川
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廿
番
左
持
邦
輔

み
の
う
さ
を
わ
す
れ
ぐ
さ
こ
そ
き
し
に
お
ふ
れ
む
く
す
み
よ
し
と
あ
ま
も
い
ひ
け
れ

右
堀
川

よ
を
わ
た
る
み
ち
を
た
が
へ
て
ま
ど
ふ
か
な
い
づ
れ
の
か
た
に
ゆ
き
か
く
れ
ま
し

六
番
左
持
邦
輔

た
び
ね
す
る
こ
や
の
し
の
や
の
ひ
ま
を
な
み
も
ら
ぬ
し
ぐ
れ
に
ぬ
る
ｈ
そ
で
か
な

右
堀
川

し
ぐ
れ
つ
ゞ
も
の
ぞ
か
な
し
き
わ
す
れ
ぐ
さ
ま
く
ら
に
む
す
ぶ
き
し
の
た
び
ね
は

（
判
詞
略
）

廿
番
左
勝
従
五
位
下
行
皇
后
宮
権
大
進
藤
原
朝
臣
邦
輔

た
ま
が
き
に
ひ
か
り
さ
し
そ
ふ
ゆ
ふ
づ
く
よ
か
み
に
た
む
く
る
か
げ
に
や
あ
る
ら
む

右
前
太
政
大
臣
家
堀
川

く
も
は
ら
ふ
あ
ら
し
の
み
が
く
月
に
ま
た
ひ
か
り
を
そ
ふ
る
あ
け
の
た
ま
が
き

左
歌
、
ゆ
ふ
づ
く
よ
神
に
た
む
け
た
る
心
ば
へ
文
字
つ
づ
き
い
と
を
か
し
き
を
、
も
ち
月
あ
り
あ
け
な
ら
で
と
く
い
り
な
む
や
、

く
ち
を
し
く
。
右
歌
、
ひ
か
り
を
そ
ふ
る
ふ
し
に
し
た
る
、
ち
か
く
き
き
な
れ
た
る
こ
こ
ち
す
る
よ
し
、
さ
き
に
申
し
を
は
り
ぬ
。

な
ほ
左
歌
ざ
ま
ま
さ
る
べ
く
や
。

述
懐

旅
宿
時
雨
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こ
れ
は
嘉
応
二
（
二
七
○
）
年
十
月
九
日
、
前
左
馬
助
散
位
従
五
位
上
藤
原
敦
頼
（
高
藤
流
。
出
家
し
て
道
因
法
師
と
呼
ば
れ
た
）

の
主
催
で
、
判
者
は
俊
成
。
「
社
頭
月
」
「
旅
宿
時
雨
」
「
述
懐
」
の
三
題
、
各
廿
五
番
、
計
七
十
五
番
百
五
十
首
。
二
十
五
人
の
歌
人
が

詠
ん
だ
歌
を
七
十
五
番
の
歌
合
形
式
に
し
、
俊
成
の
判
を
得
た
上
で
住
吉
社
に
奉
納
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
萩
谷
氏
は
推
定
さ
れ
る
。
こ

の
歌
合
の
「
堀
川
」
は
「
前
太
政
大
臣
家
」
を
冠
す
る
と
こ
ろ
か
ら
考
え
て
、
忠
通
家
堀
河
の
可
能
性
が
考
え
ら
れ
よ
う
か
。
も
っ
と
も

「
前
太
政
大
臣
」
が
誰
を
指
す
の
か
は
実
は
明
快
と
は
言
い
難
く
、
こ
の
歌
合
以
前
に
太
政
大
臣
と
な
っ
た
人
物
と
し
て
は
、
忠
通
の
他

に
、
実
行
（
待
賢
門
院
の
兄
弟
）
と
伊
通
（
近
衛
后
九
条
院
呈
子
の
父
）
が
お
り
、
こ
れ
に
死
後
追
贈
さ
れ
た
基
実
（
忠
通
息
）
や
、
平

清
盛
、
藤
原
忠
雅
を
も
加
え
る
こ
と
が
出
来
る
。
実
行
は
応
保
二
（
二
六
二
）
年
莞
、
忠
通
は
長
寛
二
（
二
六
四
）
年
莞
、
伊
通
は

長
寛
三
年
莞
、
基
実
が
仁
安
元
（
二
六
六
）
年
莞
で
あ
る
が
、
歌
合
に
最
も
直
近
の
「
前
太
政
大
臣
」
は
、
忠
雅
（
花
山
院
太
政
大
臣
）

で
あ
る
。
ま
た
、
『
千
載
集
」
等
で
は
、
実
行
は
「
八
条
太
政
大
臣
」
、
伊
通
は
「
大
宮
太
政
大
臣
」
、
忠
通
は
「
法
性
寺
入
道
太
政
大
臣
」

と
呼
ば
れ
て
お
り
、
嘉
応
二
年
十
月
の
段
階
で
「
前
太
政
大
臣
」
と
言
っ
た
場
合
に
誰
を
指
し
た
の
か
は
特
定
し
難
い
が
、
こ
の
前
後
の

時
代
に
、
歌
集
で
「
太
政
大
臣
家
」
又
は
「
前
太
政
大
臣
家
」
を
冠
し
て
呼
ば
れ
る
女
房
歌
人
が
、
忠
通
家
の
三
河
と
弁
の
み
で
あ
る
こ

と
を
考
盧
す
る
と
、
や
は
り
忠
通
ま
た
は
摂
関
家
の
女
房
の
可
能
性
が
高
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

萩
谷
氏
は
、
忠
通
家
女
房
堀
河
と
待
賢
門
院
堀
河
と
を
「
分
離
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
場
合
」
を
も
想
定
し
つ
つ
、
そ
の
二
人
を
同
一
人

物
と
す
る
考
え
を
示
し
て
い
る
が
、
侍
賢
門
院
堀
河
は
前
述
の
よ
う
に
永
治
二
（
康
治
元
）
年
に
出
家
し
、
そ
の
後
の
活
動
は
「
久
安
百

（
羽
）

首
」
の
ほ
か
に
明
確
な
資
料
が
な
い
。
森
本
氏
は
「
保
元
・
平
治
の
間
、
六
十
歳
く
ら
い
で
」
死
去
し
た
か
と
推
測
さ
れ
て
い
る
。
摂
政

家
堀
河
が
待
賢
門
院
堀
河
と
別
人
で
、
『
金
葉
集
』
撰
進
の
頃
に
は
比
較
的
若
年
で
あ
っ
た
と
仮
定
す
る
と
、
嘉
応
の
頃
ま
で
生
存
し
た

可
能
性
は
あ
ろ
う
。
こ
の
⑯
の
堀
河
は
、
同
じ
頃
の
堀
河
と
呼
ば
れ
る
女
房
の
歌
や
資
料
が
ほ
か
に
な
く
、
わ
ず
か
に
摂
政
家
堀
河
と
同

（
判
詞
略
）
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○
嘉
応
元
年
十
月
の

っ
き
り
は
し
な
い
。

○
『
金
葉
集
』
の
摂
政
家
堀
河
は
、
忠
通
家
女
房
で
大
治
元
年
八
月
の
「
忠
通
家
歌
合
」
に
連
な
り
、
ま
た
顕
仲
が
大
治
三
年
八
月
に
西

宮
で
催
し
た
歌
合
に
も
参
加
し
た
と
思
わ
れ
る
。
待
賢
門
院
堀
河
と
は
別
人
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。

○
資
料
は
少
な
い
が
「
二
条
太
皇
太
后
宮
堀
川
」
と
呼
ば
れ
た
女
房
が
い
た
も
の
と
思
わ
れ
、
『
林
下
集
」
の
歌
に
よ
れ
ば
、
令
子
内
親

王
の
齋
院
時
代
か
ら
仕
え
た
女
房
で
あ
っ
た
可
能
性
も
あ
る
。

○
嘉
応
元
年
十
月
の
「
住
吉
社
歌
合
」
の
「
前
太
政
大
臣
家
堀
川
」
は
、
摂
政
家
堀
河
と
同
一
人
物
の
可
能
性
が
多
少
あ
る
も
の
の
、
は

以
上
、
院
政
期
の
女
房
堀
河
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
た
。
複
数
存
し
た
堀
河
に
つ
い
て
、
す
っ
き
り
と
し
た
結
論
を
出
す
こ
と
は
出
来

な
い
が
、
先
行
研
究
を
踏
ま
え
つ
つ
、
資
料
を
再
整
理
し
た
結
果
、
以
下
の
よ
う
な
結
論
に
至
っ
た
○

○
『
袋
草
紙
』
雑
談
の
堀
河
殿
（
「
郁
芳
門
院
根
合
」
の
堀
河
殿
）
は
郁
芳
門
院
提
子
内
親
王
に
仕
え
た
女
房
で
あ
り
、
大
宮
右
大
臣
俊

家
女
。
『
郁
芳
門
院
安
芸
集
』
『
康
資
王
母
集
』
『
行
宗
集
』
『
江
帥
集
』
に
登
場
す
る
「
ほ
り
か
は
」
「
堀
河
殿
」
と
も
同
一
人
物
と
考

え
ら
れ
る
。
女
院
死
後
も
六
条
院
に
留
ま
り
、
康
和
末
～
長
治
の
頃
に
家
集
を
自
撰
し
た
ら
し
い
。

○
顕
仲
女
堀
河
は
、
初
め
前
齋
院
禎
子
内
親
王
に
仕
え
て
「
前
齋
院
六
条
」
と
呼
ば
れ
、
禎
子
内
親
王
の
出
家
後
に
待
賢
門
院
の
許
へ
再

出
仕
し
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
堀
河
の
宮
仕
え
前
半
期
の
主
人
を
令
子
内
親
王
と
す
る
解
説
が
多
い
が
、
妹
の
禎
（
旗
）
子
内
親
王
と

考
え
る
ほ
う
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。

一
人
物
の
可
能
性
を
指
摘
で
き
る
程
度
で
あ
る
。

ま
た
、
本
論
考
の
内
容
を
年
表
の
形
に
し
た
も
の
を
巻
末
に
示
し
た
。

戸

洋
L′
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院政期女房歌人「堀河」考

（
６
）
野
中
春
水
「
神
祇
伯
顕
仲
の
女
た
ち
」
（
神
戸
大
学
『
國
文
学
論
叢
』
一
九
五
五
年
十
一
月
）

（
７
）
『
和
歌
大
辞
典
』
『
平
安
時
代
史
事
典
』
及
び
『
金
葉
和
歌
集
』
『
千
載
和
歌
集
』
（
新
日
本
古
典
文
学
大
系
岩
波
書
店
）
巻
末
の
索
引
等
、
「
前

齋
院
」
を
令
子
内
親
王
と
す
る
解
説
は
少
な
く
な
い
。

（
８
）
萩
谷
朴
「
郁
芳
門
院
根
合
」
解
説
（
『
歌
合
大
成
増
補
新
訂
第
三
巻
』
）

（
９
）
森
本
元
子
「
郁
芳
門
院
女
房
に
関
す
る
問
題
二
項
」
（
『
私
家
集
の
研
究
』
一
九
六
六
年
明
治
書
院
）

（
刑
）
森
本
元
子
「
安
芸
と
堀
川
ｌ
郁
芳
門
院
か
ら
待
賢
門
院
へ
ｌ
」
（
「
国
文
」
十
三
号
一
九
六
○
年
七
月
）

（
Ⅱ
）
保
坂
都
『
大
中
臣
家
の
歌
人
群
』
第
一
章
「
安
芸
君
」
（
一
九
七
二
年
武
蔵
野
書
院
）
及
び
花
上
和
宏
「
郁
芳
門
院
安
芸
と
そ
の
周
辺
」
（
小

久
保
崇
明
篇
『
国
語
国
文
学
論
考
』
一
九
九
九
年
笠
間
書
院
）
等

（
岨
）
「
と
り
子
」
の
事
情
に
つ
い
て
は
花
上
和
宏
「
郁
芳
門
院
安
芸
と
そ
の
周
辺
」
（
小
久
保
崇
明
篇
「
国
語
国
文
学
論
考
』
一
九
九
九
年
笠
間
書

院
）
に
詳
し
い
。
ま
た
、
康
資
王
母
集
に
つ
い
て
は
、
久
保
木
哲
夫
・
花
上
和
宏
『
康
資
王
母
集
注
釈
』
（
一
九
九
七
年
貴
重
本
刊
行
会
）
が

（
１
）
「
侍

（
２
）
「
院

（
３
）
森
寺

（
４
）
三

（
５
）
「
三

朋
社
）

へへへへ

16151413
ｰーｰ

前
掲
（
９
）
の
論
文
の
注
７
に
「
橋
本
不
美
男
氏
は
こ
の
俊
家
女
に
関
白
師
通
室
全
子
を
擬
し
て
お
ら
れ
る
」
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
、
そ

の
説
が
明
記
さ
れ
た
橋
本
氏
の
論
文
は
未
詳
。
ま
た
、
『
袋
草
紙
」
の
注
釈
に
お
い
て
、
こ
の
堀
河
殿
を
全
子
と
す
る
も
の
は
見
当
た
ら
な
い
。

俊
家
に
は
、
「
尊
卑
分
脈
』
か
ら
知
ら
れ
る
限
り
で
も
、
源
隆
国
女
を
は
じ
め
五
人
余
の
妻
妾
が
お
り
、
女
子
も
複
数
い
た
ら
し
い
。
『
栄
花
物
語
』

院
）
』

あ
る
。 「

待
賢
門
院
堀
川
と
前
齋
院
六
條
と
」
（
『
國
語
と
國
文
学
』
一
九
三
八
年
十
二
月
至
文
堂
）

「
院
政
期
歌
壇
と
女
流
歌
人
待
賢
門
院
堀
河
」
（
「
古
今
新
古
今
と
そ
の
周
辺
』
一
九
七
二
年
大
学
堂
書
店
）

森
本
元
子
「
院
政
期
の
女
流
歌
人
ｌ
特
に
待
賢
門
院
堀
河
と
そ
の
家
集
」
（
『
講
座
平
安
文
学
論
究
第
三
輯
』
一
九
八
六
年
風
間
書
房
）

一
九
八
九
年
五
月
、
和
泉
書
院

「
三
一
五
大
治
元
年
八
月
摂
政
左
大
臣
忠
通
歌
合
」
の
「
構
成
内
容
」
の
項
『
歌
合
大
成
増
補
新
訂
第
三
巻
」
（
一
九
九
六
年
二
月
同

前
掲
（
９
）
の
論
文

前
掲
（
岨
）
の
論
文

堀
河
天
皇
に
よ
る
家
集
収
集
に
つ
い
て
は
、
滝
澤
貞
夫
氏
『
基
俊
集
全
釈
」
（
一
九
八
八
年
風
間
書
房
）
な
ど
の
論
考
で
触
れ
ら
れ
て
い
る
。
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（
邪
）
前
掲
（
３
）
の
論
文

（
羽
）
前
掲
（
３
）
の
論
文

（
巻
三
十
九
）
は
全
子
を
「
四
に
あ
た
ら
せ
た
ま
ふ
姫
君
」
と
述
べ
て
い
る
。

（
Ⅳ
）
萩
谷
氏
は
前
掲
（
８
）
の
解
説
部
で
、
前
齋
院
六
条
を
、
後
述
す
る
二
条
太
皇
太
后
宮
堀
河
と
同
一
人
物
で
顕
仲
女
の
一
人
と
さ
れ
、
待
賢
門
院

堀
河
と
は
同
一
人
物
で
は
な
い
と
す
る
考
え
を
示
さ
れ
て
い
る
。

（
肥
）
前
掲
（
蛆
）
の
論
文

（
岨
）
前
掲
（
９
）
の
論
文

（
別
）
前
掲
（
３
）
の
論
文
中
「
前
齋
院
に
つ
い
て
」
の
項

（
剛
）
後
藤
祥
子
「
伯
母
・
堀
河
と
そ
の
集
」
（
『
國
文
學
』
一
九
六
五
年
十
二
月
學
燈
社
）

（
躯
）
佐
々
木
多
貴
子
「
侍
賢
門
院
堀
河
論
ｌ
「
久
安
百
首
』
を
中
心
に
ｌ
」
（
旭
川
工
業
専
門
学
校
『
研
究
報
文
』
一
九
八
○
年
三
月
）
の
（
注
１
）

（
肥
）
前
掲
（
３
）
の
論
文
、
一
六
七
頁

（
別
）
前
掲
（
３
）
の
論
文
、
一
六
六
頁

（
妬
）
萩
谷
氏
は
、
前
掲
（
８
）
の
解
説
部
に
於
い
て
、
待
賢
門
院
堀
河
は
摂
政
家
堀
河
と
同
一
人
物
と
さ
れ
る
。

（
船
）
前
掲
（
３
）
の
論
文
、
一
七
九
頁

（
”
）
前
掲
（
６
）
の
論
文
。
な
お
、
こ
の
西
宮
歌
合
と
次
の
南
宮
歌
合
の
二
つ
は
、
証
本
が
群
書
類
従
本
の
み
で
あ
る
が
、
作
者
へ
の
生
把
が
一
つ
ず

前
掲
（
９
）
の
論
文

前
掲
（
３
）
の
論
文
中
「
前
齋
院
に
つ
い
て
」
の
項

後
藤
祥
子
「
伯
母
・
堀
河
と
そ
の
集
」
（
『
國
文
學
』
一
九
六
五
年
十
二
月
學
燈
社
）

佐
々
木
多
貴
子
「
侍
賢
門
院
堀
河
論
ｌ
「
久
安
百
首
』
を
中
心
に
ｌ
」
（
旭
川
工
業
専
門
学
校
『
研
究
報
文
』
一
九
八
○
年
三
月
）
の
（
注
１
）

前
掲
（
３
）
の
論
文
、
一
六
七
頁

前
掲
（
３
）
の
論
文
、
一
六
六
頁

萩
谷
氏
は
、
前
掲
（
８
）
の
解
説
部
に
於
い
て
、
待
賢
門
院
堀
河
は
摂
政
家
堀
河
と
同
一
人
物
と
さ
れ
る
。

前
掲
（
３
）
の
論
文
、
一
七
九
頁

前
掲
（
６
）
の
論
文
。
な
お
、
こ
の
西
宮
歌
合
と
次
の
南
宮
歌
合
の
二
つ
は
、
証
本
が
群
書
類
従
本
の
み
で
あ
る
が
、
作
者
へ
の
注
記
が
一
つ
ず

つ
見
ら
れ
、
南
宮
歌
合
で
は
「
為
実
」
に
「
肥
前
々
司
」
と
付
さ
れ
て
い
る
。
「
為
実
」
は
藤
原
為
実
（
為
真
と
も
書
く
）
で
肥
前
守
を
務
め
て

お
り
、
為
実
へ
の
注
記
は
正
し
い
と
言
え
る
。
「
殿
下
女
房
」
の
注
記
も
同
様
に
考
え
て
よ
い
か
。
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院政期女房歌人「堀河」考

女房「堀河」関係年表

☆は郁芳門院堀河、★は待賢門院堀河、○は摂政家堀河
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年号(西暦） 提子・令子・禎子及び璋子関係事項 ｢堀河」関係事項

承保三(1076)

承暦二(1078)

ｊ
ｊ
う
Ｊ
ｊ
ｊ

９
０
６
９
１
３

７
８
８
８
９
９

０
０
０
０
０
０

１
１
１
１
１
１

く
ｌ
く
く
く
く

三
四
三
三
五
七

暦
暦
徳
治
治
治

承
承
応
寛
寛
寛

Ｊ
ｊ
Ｊ
Ｊ

４
６
７
９

９
９
９
９

０
０
０
０

１
１
１
１

く
ｌ
く
く

一
元
一
元
一
元
一
元

保
長
徳
和

嘉
永
承
康

康和二(1100)

嘉承二(1107）

永久五(1117）

天治元(1124）

Ｊ
ｊ
５
６
２
２
１
１
１
１
く
ｌ

二
一
元

治
治

天
大

ｊ
ｊ
８
９
２
２
１
１
１
１
く
く

三
四

治
治

大
大

ｊ
ｊ
う
ｊ
ｊ
ｊ

４
２
４
５
０
０

３
４
４
４
５
７

１
１
１
１
１
１

１
１
１
１
１
１

く
く
ｌ
ｌ
く
ｌ

三
一
元
一
元
一
元
一
ハ
一
元

承
治
養
安
安
応

長
康
天
久
久
嘉

白河天皇皇女・提子(郁芳門院)誕生

白河天皇皇女・令子(二条太皇太后)誕生

提子内親王齋宮卜定

白河天皇皇子・善仁(堀河天皇)誕生

白河天皇皇女・禎(帳)子誕生

11月26日白河天皇譲位、堀河天皇即位

6月令子内親王齋院卜定

提子内親王堀河天皇准母(中宮)となる

提子内親王郁芳門院となる

5月5日郁芳門院根合

8月十五夜烏羽殿御会「池上月」

8月郁芳門院崩御

6月令子内親王齋院退下(病のため）

10月禎子内親王齋院卜定

藤原璋子(侍賢門院)誕生

7月堀河天皇崩御、鳥羽天皇天皇即位

禎子内親王齋院退下、前齋院となる

11月令子内親王准母として立后

藤原璋子、鳥羽天皇に入内

『金葉集』初度本

11月藤原璋子、待賢門院となる

10月前齋院禎子内親王、出家

8月摂政左大臣忠通家歌合

『金葉集』二度本この頃か

8月神祇伯顕仲西宮歌合

7月白河法皇崩御、

10月皇后宮令子内親王、出家

令子内親王、太皇太后となる

2月待賢門院璋子、出家

4月太皇太后宮令子内親王、崩御

8月侍賢門院璋子、崩御

｢久安百首」成立

10月散位藤原敦頼住吉歌合

☆郁芳門院堀河、根合に参加

☆『袋草紙』雑談の逸話

郁芳門院女房ら六条院に残る

☆『行宗集」65．66の贈答

★待賢門院堀河この頃誕生か

(森本元子氏）

☆郁芳門院堀河この頃家集編む

(『江帥集』より推定）

録
録

採
採

に
に

Ｊ
１

集
集

葉
葉

金
金

ｒ
ｒ

条
河

六
堀

院
家

齋
政

前
摂

★
○

○摂政家堀河、忠通歌合に参加

○摂政家堀河、西宮歌合に参加

★待賢門院堀河、この頃出仕か

★待賢門院堀河、出家

★待賢門院堀河、百首に参加

前太政大臣家堀河、歌合参加


